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2．監査結果及び意見  
 
《住宅政策関係》 
 
監査結果（指摘事項）  
(1)住宅供給公社への貸付目的について   

平成２０年度に貸付限度契約された公社貸付金のうち、限度額８９８百万円相当分は条

例で定める使途の範囲外で利用されているものと判断せざるを得ない。条例を改正する等、

根拠を明確にすべきである。 

（現状及び問題点） 

 昭和４１年３月２３日制定、平成２０年３月１８日改正の「群馬県住宅供給公社に対す

る資金の貸付けに関する条例」によれば、その第二条に「知事は、公社に対し、毎年度予

算の範囲内において、公社が住宅建設に要する資金を貸し付けることができる。」とされ、

第三条第四項には「貸付金は目的以外に使用させないものとし、目的以外に使用したとき

は、繰上償還を行わせるものとすること。」と定められている。また、附則の第３、第４に

はこの条例の施行の日の前日までに公社に貸し付けた資金は、この条例の規定に基づいて

県が公社に貸し付けた資金とみなすとするみなし規定がある。 

 しかし、平成２０年度に貸付限度契約された公社貸付限度１，９０８百万円のうち、 

８９８百万円は特定優良賃貸住宅認定事業者への住宅金融公庫からの借換資金（肩代わり

資金）を県から住宅供給公社へ、住宅供給公社から事業者へと貸し付ける方法で平成１２

年に実行されたものの残債相当分といえる。 

事業者の金利負担を軽減し、特定優良賃貸住宅制度の健全な運用を図るという目的があ

ったものの、この公社貸付金は公社自らの住宅建設資金には当たらない。 

 条例では公社の住宅建設に要する資金として使途が特定されているにもかかわらず、実

質的には公社が連帯債務を負っている特定優良賃貸住宅オーナーへの既存借入金の借換資

金として利用されている。 

 

（改善策） 
平成１１年から平成１２年にかけて実施された県の施策であり、住宅供給公社と事業者

との間の融資自体の解消は困難と考えられる。したがって、住宅供給公社への年度ごとの

貸付を停止することも困難と考えられる。条例改正または要綱策定等をすべきである。 
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(2)住宅供給公社への貸付金対象の元総社物件について   

平成２０年度の公社貸付金のうち、６５５百万円は平成６年１１月に公社が買収した元

総社の県営住宅建設用地原価の５０％分に相当するが、建設事業の進捗がないため公社で

は長期滞留土地であるとともに、県では返済の見込みがたたない実質的には長期滞留の貸

付金となっている。 

県と住宅供給公社との協議により、早期に解消しなければならない。 

（現状及び問題点） 

 平成２０年度の公社貸付金のうち、６５５百万円は平成６年１１月に買収した元総社の

県営住宅建設用地原価の５０％分に相当する。 

本件については、平成１１年度の包括外部監査でも「県営住宅用地として県からの要請

に基づいて、平成６年１１月に公社が買取を行ったものである。公営住宅建設のための起

債は、土地取得の時ではなく、建物建設の時にならないと出来ないという県側の事情によ

るものである。 

 県によると、未着工の理由は、老朽化の進んだ既設住宅の建替えを優先したためであり、

今後の予定として、平成１３年度から始まる第８期住宅建設５ｶ年計画の中で検討するとの

ことである。 

 土地価格が下落している現在では、見方によれば、含み損が生じていると想定され、そ

の意味ではこの土地は、不良滞留土地であると言える。・・・・」と指摘されている。 

 その後も建設事業の進捗がないため公社では長期滞留土地であるとともに、県では返済

の見込みがたたない実質的に長期滞留の貸付金となっている。 

 

（改善策） 
 県と住宅供給公社との協議による早期の解消が必要である。 

 

 

(3)住宅関連情報提供事業の業務委託料について   

住宅供給公社への住宅関連情報提供事業の業務委託料については、人件費部分が委託料

の半分ほどを占めている。平成 18 年度、平成 19 年度は各従事職員の従事割合に基づき積

算され、検証困難と考えられる不適切な積算方法が採用されていたが、平成 20 年度は各従

事職員の見積実働日数に基づき積算されている。しかし、平成 18 年度、平成 19 年度はも

ちろん、平成 20 年度についても実績検証が実施されないままに、翌年度の積算が行われて

いた。 

各従事職員の業務日報などを入手し、実働日数の予算・実績比較を実施して次年度の積

算に活かすべきである。 

（現状及び問題点） 

 平成 20 年度住宅情報提供業務の業務委託契約は地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第
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2 号「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しない」として、随意契約されたう

え、群馬県財務規則第 190 条第 3 項第 5 号「国、他の普通地方公共団体、公益法人等と直

接契約を締結するとき」に該当として見積書も不徴収の扱いで締結されている。業務委託

料は費目別に積算基礎を記載した業務委託料算定表（予算書）に基づいて決定されている。

委託料の実績は次のとおりである。 

                                (単位；千円) 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

業務委託料 14,816 18,684 18,349

 うち人件費    8,269    9,725 10,000

 

しかし、委託料の半分ほどを占める公社職員の人件費については事務系職員分が平成 

18 年度で２９％、平成 19 年度で１６％であったのに対し、平成 20 年度ではゼロとされて

いる。平成 20 年度は直接人件費として技師長５日、技師１１３日、技術員２名２４８日の

見積実働日数ベースで積算されている。一方、平成 18 年度、平成 19 年度では従事職員の

従事割合に基づき積算されている。従事割合が１００％の職員はいない。平成 20 年度で事

務系職員分が不要であるならば、平成 18 年度、平成 19 年度の積算における事務系職員分

も不要であったとも判断できる。                   

平成 18 年度、平成 19 年度の従事割合ベースの積算方法は事後の検証も困難な積算方法

であり、業務委託契約における見積に相当する方法としては適切でないと判断される。 

また、平成 20 年度の積算については、公社に各担当職員の本業務従事日数の報告を求め

たが、公社では職員の業務日報が付けられていなかったため、結果的には実績検証を実施

することができなかった。 

 

（改善策） 
平成２１年度は各担当職員の業務日報を作成させているが、定期的に実働日数の実績検

証を行ったうえ、予算・実績比較を実施して次年度の積算に活かすべきである。 

 
 

(4)住宅新築資金等貸付助成事業における助成要件である財政力指数について市町村から

の報告が不正確であった事例について   

住宅新築資金等貸付助成事業においては助成要件に財政力指数が設けられているが、市

町村からの補助金申請に記載してある財政力指数が適用すべき指数と合致していない事例

があった。 

適用すべき指数に見直した場合に助成要件を満たさなくなるケースは無かったものの、

助成要件とされる数値の正確性の検証を十分に行うべきである。 

（現状及び問題点） 
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住宅新築資金等貸付助成事業は群馬県住宅資金等貸付助成事業費補助金交付要綱に基づ

く事業であり、その趣旨は以下のようなものである。 

歴史的社会的理由により生活環境が阻害されている地域の整備改善を図るために

実施している住宅新築資金等貸付事業について、同事業の実施に伴い生ずる市町村の

財政負担を軽減するため、予算の範囲内において対象市町村に補助金を交付すること

により、住宅新築資金等貸付事業の円滑な実施を推進し、もって公共の福祉に寄与す

ることを目的とする。 

 

この助成事業では次の 2つの事業が設けられている。 

① 特定助成事業 

昭和 53 年度以降昭和 61 年度までに貸し付けられた住宅新築資金及び住宅取得資

金に伴い生ずる借受人からの毎年の償還額と、この資金の財源とするために起債し

た地方債の毎年の償還額との差額の一部を助成する事業。 

 

② 償還推進助成事業 

平成 13 年度までに貸し付けられた住宅新築資金、住宅改修資金または住宅取得資

金の償還に関する経費の一部を助成する事業。 

 

助成対象となる市町村には次のような要件が設けられている。 

① 特定助成事業 

・ 昭和53年度以降昭和61年度までに貸し付けた住宅新築資金及び住宅取得資

金の貸付件数の合計が 20 件以上であること 

・ 同和関係人口比率が 2パーセント以上であること 

・ 財政力指数が 0.8 未満であること 

 

② 償還推進事業 

・ 前年度までに貸し付けた住宅新築資金等の借受人からの償還が完了してい

ないこと 

・ 財政力指数が 0.8 未満であること 

 

財政力指数について市町村が記入したものと、適用すべき数値として群馬県の市町村課

が算定している数値（下記表の適用指数欄の数値）を比較して市町村の記入してきた数値

の正確性を確認した結果、以下のような相違が生じていた。 
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特定助成事業

適用指数 市町村記入数値 適用指数 市町村記入数値 適用指数 市町村記入数値

前橋市 旧粕川村 H16.12.5 H15年度 0.497 0.492 0.497 0.492 0.497 0.492
高崎市 旧群馬町 H16年度 0.733 0.736 0.733 0.736 0.733 0.736
桐生市 旧新里町 H17.6.13 H16年度 0.518 0.537 0.518 0.537 0.518 0.537
藤岡市 旧藤岡市 H18.1.1 H16年度 0.694 0.635 0.694 0.635 0.694 0.635

旧安中市 H16年度 0.716 0.726 0.716 0.709 0.716 0.709
旧松井田町 H16年度 0.607 0.726 0.607 0.612 0.607 0.612

0.578 0.621 0.621 0.65 0.65 0.673

償還推進助成事業

適用指数 市町村記入数値 適用指数 市町村記入数値 適用指数 市町村記入数値

桐生市 旧新里町 H17.6.13 0.537 0.551
藤岡市 旧藤岡市 H18.1.1 0.704 0.635 0.671 0.635 0.71 0.672

旧安中市 0.709 0.726 0.726 0.709
旧松井田町 0.612 0.726 0.726 0.612

0.578 0.621 0.621 0.65 0.65 0.673
0.759 0.797 0.797 （申請なし）

H18年度 H19年度 H20年度
指数固定年度

市町村名 合併日

H18.3.18

市町村名 合併日

安中市

吉岡町

H18年度 H19年度 H20年度

安中市 H18.3.18

吉岡町
邑楽町  
 
上記のような相違が生じているものの、助成要件はクリアしているため補助金の支給に

ついては問題ないが、助成要件となっている数値の申請の値の正確性について十分なチェ

ックが行われているとは言い難い状況である。 
 
（改善策） 
助成要件とされる数値の正確性の検証を十分に行うべきである。 

 
 
 
意見 
(1)住宅供給公社職員の共済組合加入について  

地方公務員等共済組合法における組合員資格について公社・県とも正しい理解がされ

ていなかったことにより、採用時より組合員であるべき任期付き職員の加入が遅れ、不

利な取り扱いとなる事態が生じた。建築住宅課、公社とも組合員資格を再確認し、再発

防止に努めるべきである。 

（現状及び問題点） 

地方公務員等共済組合法では、地方住宅供給公社法第一条に規定する地方住宅公社から

給与を受ける者のうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者

以外の者は、職員とみなして、この法律の規定を適用すること及びこの場合の職員は、地

方職員共済組合の組合員となるものとされている。また、県は組合員である公社職員につ

いては事務費及び長期給付に要する費用の一部を負担することとされている。 

常時勤務する職員は任期付き職員であっても、組合員とすべきことが公社、建築住宅課

とも認識されていなかったため、４０数名の任期付き職員の組合加入が遅れる事態が生じ
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ていた。それが判明した平成２１年１月末において、在職する任期付き職員については平

成２１年度から組合員として扱うことに共済組合との協議により決着させたが、在職中の

任期付き職員については組合への加入が遅れ、不利な扱いとなってしまった。 

 

（改善策） 

建築住宅課、公社とも組合員資格を再確認し、再発防止に努めるべきである。 

 

 

(2)県と公社間の人員計画に関する情報連絡の不備について 

採用計画・実績の公社から県への報告がなかったため、地方職員共済組合に係る県の

負担金が予算を超過した事例があった。両者間での情報が漏れなく伝達されるような仕

組みをつくり、適正な金額の予算計上につなげる必要がある。 

（現状及び問題点） 

地方職員共済組合員である公社職員についての県の負担金が平成２０年度予算額 

３，２９５千円に対して決算額４，２２０千円となり、予算オーバーする事態が生じた。

その原因は任期付き職員から正規職員に採用された者が数名いたため、組合員の増加があ

ったにもかかわらず公社から県への報告等が所管する建築住宅課に届いていなかったこと

による。 

 

（改善策） 
 建築住宅課では公社職員の採用計画、職員定数等の情報を公社より文書で入手のうえ、

事前協議することとして、県の負担金の適正な予算計上を図る必要がある。 

 

 

(3)住宅関連情報提供事業の業務委託契約書について  

住宅関連情報提供事業の業務委託契約書には契約変更の条項及び仕様書により実施すべ

きことが明記された条項が不足している。この二つの条項を設けることが望ましい。 

（現状及び問題点） 

平成２０年度業務委託契約については、木造住宅耐震診断士認定事業が中止せざるを得

ない状況であったため、仕様書変更のうえ契約変更されている。業務委託変更請書も徴さ

れているものの、当初の業務委託契約書には契約変更に関する条項がない。契約書末尾の

第１０条（協定外の事項）があり、定めのない事項、疑義の生じた事項に関する協議の定

めがあるにとどまる。 

 また、業務委託仕様書は添付されているが、（委託業務の処理方法）として仕様書による

べきことが明記されていない。 
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（改善策） 
住宅関連情報提供事業の業務委託契約書に（契約変更）、（委託業務の処理方法）の条項

を設けることが望ましい。 

 

 

(4)住宅新築資金等貸付助成事業における助成要件について  

住宅新築資金等貸付助成事業で助成対象となる市町村の要件として同和関係人口比率が

設けられているが、この比率がいつの時点のものが対象となるのか要綱の記載を見ても分

からない。 

助成要件については適用に当たって曖昧にならないように明瞭な要件設定が望まれる。

（現状及び問題点） 

住宅新築資金等貸付助成事業は、群馬県住宅資金等貸付助成事業費補助金交付要綱に基

づく事業であり、その趣旨・目的は以下のようなものである。 

 

歴史的社会的理由により生活環境が阻害されている地域の整備改善を図るために

実施している住宅新築資金等貸付事業について、同事業の実施に伴い生ずる市町村の

財政負担を軽減するため、予算の範囲内において対象市町村に補助金を交付すること

により、住宅新築資金等貸付事業の円滑な実施を推進し、もって公共の福祉に寄与す

ることを目的とする。 

 

この助成事業では次の 2つの事業が設けられている。 

① 特定助成事業 

昭和 53 年度以降昭和 61 年度までに貸し付けられた住宅新築資金及び住宅取得資

金に伴い生ずる借受人からの毎年の償還額と、この資金の財源とするために起債し

た地方債の毎年の償還額との差額の一部を助成する事業。 

 

② 償還推進助成事業 

平成 13 年度までに貸し付けられた住宅新築資金、住宅改修資金または住宅取得資

金の償還に関する経費の一部を助成する事業。 

 

助成対象となる市町村には次のような要件が設けられている。 

③ 特定助成事業 

・ 昭和53年度以降昭和61年度までに貸し付けた住宅新築資金及び住宅取得資

金の貸付件数の合計が 20 件以上であること 

・ 同和関係人口比率が 2パーセント以上であること 

・ 財政力指数が 0.8 未満であること 
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④ 償還推進事業 

・ 前年度までに貸し付けた住宅新築資金等の借受人からの償還が完了してい

ないこと 

・ 財政力指数が 0.8 未満であること 

 

同和関係人口比率及び財政力指数について、いつ時点の数値を対象とするかについて検

証した結果、財政力指数については各事業年度の前年度（合併があった場合には合併前の

指数）のものを使用しているのに対して、同和関係人口比率については要綱からも明確に

どの時点の比率を指すのか読み取れない状況にある。 

助成対象となる市町村の要件がこのように不明確な点があることは好ましい状態ではな

い。 

 

（改善策） 
助成要件については適用に当たって曖昧にならないように明瞭な要件設定が望まれる。 

 

 
《県営住宅関係》 
 
監査結果（指摘事項）  
(1)(仮称)元総社団地の用地の先行取得及び造成工事着手要請について、完成後の引き取り

等に関する契約書が作成されていないことについて  

(仮称)元総社団地の先行取得土地については、開発後の買い戻し等条件を取り決めた契

約書等の文書が作成されていなかった。民間であれば、当然取り交わされるレベルの文書、

契約書は住宅供給公社と県との間でも、必ず取り交わしておくことが必要である。 

（現状及び問題点） 

(仮称)元総社団地の用地の先行取得及び造成工事については、県からの要請文書（平成 6

年 10 月 28 日付住第 299 号）に基づき、住宅供給公社が本事業を実施している。この要請

文書の内容は、１．団地名；(仮称)元総社団地、２．所在；前橋市元総社町字弥勒 1,213

番 2 他、３．目的；県営住宅用地、４．実施年度；平成 6 年度以降、５．用地面積；16，

292.08 ㎡、６．用地取得価格；65,000 円/㎡以下、７．所有者；高木建設株式会社、８．

その他であり、添付資料として土地価格の評価についての明細、買収予定地一覧表、公図

の写し、位置図、付近見取り図、土地利用計画図等があるのみで、民間であれば、開発を

先行実施する以上、開発後の引き渡し価格、条件等の取り決めが文書化、契約書化されて

いて当然であるが、本件、県と住宅供給公社間では、このような契約書、文書が取り交わ
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されていない。このことが、本件において、県への買い戻し等が決まらない原因の一つで

あると思われる。 

 

（改善策） 
 県、住宅供給公社間での取引が、なれあい的に実施されることなく、民間と同等レベル

で、取引条件を決定し、契約書等の文書を必ず取り交わすことが必要である。 
  

 

(2)耐震診断未実施住戸の退居について 

除却予定が明確であることから、新耐震基準を充足するかどうかを確認するための耐震

診断を実施する予定のない住戸が 80 棟、430 戸ある。入居者のいる住宅については、引き

続き住み替え等を促進するとともに、人命尊重の観点から、耐震安全上支障があると判断

された住宅については、居住者の速やかな移転を計画すべきである。 

（現状及び問題点） 

 昭和 55 年以前に建築された建築物については、建築基準法の旧耐震基準により構造設計

されているため、安全性確認（耐震診断）を行い、問題のある物件については、補強・撤

去等の対策を講じる必要がある。県営住宅については、560 棟・10,423 戸中 80 棟・430 戸

については、除却を予定していることから、新耐震基準の充足について診断を実施する予

定がない。また、耐震診断実施の結果、「要補強」とされたのが 1棟 24 戸（平成 21 年 2 月

現在耐震改修工事実施中）、未だ耐震診断が実施されていない（平成 22 年度中耐震診断実

施予定）のが 1 棟 24 戸ある。今後 30 年以内に震度６弱以上の地震の発生する確率が高い

とされる地域もあり、これらの未対策住戸のうち安全性の確認ができないものについては

対策が必要である。 

 
（改善策） 
人命尊重の観点から、耐震安全上支障があると判断された住宅については、除却予定住

戸居住者の早期退居計画、未補強住戸の補強計画、未診断住戸の早期診断計画を立て、至

急、実施に移すべきである。 

 
(3)個人情報を扱うことになる外部の業者に対する情報セキュリティの定期的な確認作業

について  

群馬県情報セキュリティポリシーでは個人情報を取り扱う外部委託先に対する定期的な

確認を要請しているが、外部委託先に対して定期的な確認作業が行われていない。定期的

に確認を実施すべきである。 

（現状及び問題点） 
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個人情報の取扱に関しては、群馬県建築住宅課に関しては「群馬県情報セキュリティポ

リシー」によって、また外部の住宅供給公社や民間委託先に対しては県との協定書の中で

個人情報取扱特記事項によって規定されている。 

個人情報取扱特記事項の 11 条には次のような立入調査の規定がある。 

甲（県）は、必要があると認められるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当た

り、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することが出来る。 

 

このような調査の実施状況について確認したところ、特段問題が生じていないため、今

まで実施したことはないとのことであった。 

 

また、群馬県情報セキュリティポリシーの 7.（1）イ外部委託の受託者に対する情報セキ

ュリティ対策の確認の項では以下のように規定されている。 

ネットワーク及び情報システムの管理を外部委託している場合、ネットワーク管理者及び

情報システム管理者は、外部委託の受託者から下請けとして受託しているものも含めて、外

部委託の受託者の情報セキュリティについて定期的に確認しなければならない。 

 

上記のように外部委託先に対しては定期的に情報セキュリティの状況について確認しな 
ければならないことから、問題の発生時の対応だけでなく、問題が生じないように予防の

観点からも委託先に対するモニタリングを実施すべきと考えられる。 
 
（改善策） 
群馬県情報セキュリティポリシーにしたがって、外部委託先に対して情報セキュリティ

の状況について定期的に確認を実施すべきである。 

 
 
 
意見 
(1)小規模団地の廃止と物件売却の推進について  

耐用年数が経過しているが、建替え・事業主体変更及び用途廃止もされず募集停止状態

の住宅団地が１１団地あり、そのうち１０団地が戸数２戸～２８戸までの小規模団地であ

る。これら小規模団地については、敷地も狭小なため周囲の住宅等との関係から、高層化

等が難しい状況にあること、及び比較的立地条件の良い場所にあること等を考慮して、居

住者の理解を得たうえで、居住者の近隣団地への転居と物件の売却を推進すべきである。

（現状及び問題点） 

 団地内の全建物が既に耐用年数が経過しているが、建替え・事業主体変更及び用途廃止

もされず募集停止状態の住宅団地のうち居住戸数３０未満の団地でかつ立地条件が比較的
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よい（＝路線価地域内の物件を好立地物件とみなした）とみなされるのは次の７団地であ

る。これらの団地を更地にしたうえで、路線価で売却されると仮定すると、約 5.3 億円の

売却金額が得られることになる。現状では、この 7 団地の収支の状況は、年間 2,362 千円

の赤字、減価償却前利益（キャシュベース）では 111 千円の黒字である。売却金額は年間

キャッシュインフローの 4,779 年分に該当する。 

 

  
敷地面積

(㎡) 
階数・棟数・戸数

H20 年度損益

(償却前) 

（千円） 

H21 路線価によ

る単純評価額

(千円)(注) 

前橋 向町 1,325.30 2 階建４棟１６戸
▲580 

(▲424) 
72,892 

  天川大島 1,945.67 1 階建３棟２４戸 ▲299(▲20) 91,446 

  兵庫松 406.79 ２階建１棟４戸 239 (456) 21,967 

高崎 江木 1,741.60
２階建４棟１６

戸 

▲574 (▲353) 
104,496 

  並榎 2,447.94
２階建３棟２８

戸 

▲442(42) 
139,533 

桐生 天神第二 1,946.44

１階建２棟８戸、

２階建２棟８戸

計１６戸 

▲205(398) 

50,607 

伊勢崎 宗高 1,304.71
２階建３棟１２

戸 

▲501(12) 
49,579 

合計   11,118.45   ▲2,362(111) 530,520 

    (注)敷地に面する路線価(H21．1.1 現在)のうち最低の路線価×面積で算出。    

 
（改善策） 
高層化等により、効率的な利用が困難である可能性が高いので、居住者の理解を得たう

えで、居住者の近隣団地への転居と物件の売却を早期に計画的に推進すべきである。居住

者の意向を配慮することは必要ではあるが、県営住宅も県民全体にとっての重要な財産の

一部であるという観点からは、居住者とのバランスに配慮しながらも、県民全体の財産と

しての有効利用を考える必要がある。 

 

 

(2)用途廃止物件の処理の迅速化について  

平成 13 年の用途廃止等の方針から長期間を経たまま、実行に移っていない物件がある。

実行までのロードマップを作成し、実行していくことが必要である。 
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（現状及び問題点） 

 建築住宅課作成の県営住宅ストック活用計画によると、平成 13 年 3 月に用途廃止・事業

主体変更（市への移管）とされている団地が、23 団地（うち用途廃止 4、事業主体変更 14）

決定され、平成 17 年にかけて、実行される計画であったが、建替え以外は、新規募集停止

措置を取っている程度で、全く実行できていない状況にある。住宅の管理及びそこに居住

する住民の要望等への細やかで迅速な対応という観点からも、より身近な市町村が所有し、

管理していくのが望ましい。したがって、事業主体の変更については、より一層取り組み

を強化していくべき課題であると考える。 

〈平成 13年度用途廃止・事業主体変更決定したが、未実施の県営住宅一覧〉 
活用方法 市 団地 棟数 (戸

数) 
建 設

年度

H21現状 

用途廃止 前橋市 国領 1(13)  S25 用途廃止されず、現存。 
  兵庫松 1(4) S33 〃 
 館林市 広内 1(8) S32 〃 
 み ど り

市 
大間々 1(2) S48 〃 

  小計  4団地 4(27)   
事業主体変更 前橋市 向町 4(16) S24 事業主体変更されず現存。 
  昭和 1(24) S26 〃 
  岩神 3(40) S31 〃 
  萩町 4(30) S27 〃 
  元総社 4(22)  〃 
 高崎市 江木 4(16) S25 〃 
  石原町 1(15) S26 〃 
 桐生市 元宿 1(15) S25 〃 
  織姫 2(45) S26 〃 
  天神第 1 2(26) S28 〃 
  天神第 2 4(16) S31 〃 
 伊 勢 崎

市 
宗高 3(12) S26 〃 

  上泉 2(36) S27 〃 
 館林市 新当郷 5(20) S33 〃 
 富岡市 桐淵 2(48) S50 〃 
  小計  15団地 42(381)   
合計  19団地 46(408)   
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（改善策） 
 物件ごとに、具体的なスケジュール、ロードマップをより明確化して、用途廃止、市町

村への事業主体の変更等を確実に進めていくことが必要である。 

 

 

(参考) 

上記の通り、県営住宅の財産価値としての利用、活用の観点から、県では平成１３年に

「住宅ストック総合活用計画」を策定し、既存県営住宅の活用を図っている。現在は、県

営住宅を３つに分類（分類１；保全物件：昭和５０年以降建築の物件、分類２；改善物件：

昭和４９年以前建築の耐火構造物件・分類３；建替・用途廃止物件、昭和４９年以前の簡

易平屋・簡易２階建物件）して、それぞれの分類に応じた対策を講じているところである。 

そのうち、分類３は、平成２１年３月末時点で下表のとおり、３９７戸ある。以下が、そ

の一覧である。 

〈分類３物件一覧表〉 

市町村 団地 住所 敷地面積 管

理

開

始

年

月 

棟名 階

数 

戸

数 

 

前橋市 向町 平和町2‐4‐18 539.87 S25 1949‐A 2 4  

   785.43   ‐B 2 4  

    0.00   ‐C 2 4  

    0.00   ‐D 2 4  

  小計  1,325.30  16  

前橋市 岩神 岩神町4－22－6 2,984.41 S32 1956‐A １ 8  

     4‐22‐7  0.00   ‐B 2 8  

  ・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・ ・ ・  

  小計     2,984.41  40  

前橋市 荻町 昭和町 2‐5‐7 3，225.03 S28 1952‐A 2 4  

     2‐5‐5 0.00   ‐B 2 4  

     2‐2‐16  0.00   ‐C 2 4  

   ・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・ ・ ・  

 小計  3，225.03      
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前橋市 元総社 元総社町152－2 2，179.93 S31 1955‐B 2 4  

    0.00   ‐C 1 2  

    0.00   ‐D 1 4  

  ・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・ ・ ・  

  小計  2，179.93  22  

前橋市 天川大島 天川大島町 2‐

18‐1 

1，945.67 S33 1957‐A 1 8  

    0.00   ‐B 1 8  

    0.00   ‐C 1 8  

 小計  1，945.67  24  

前橋市 兵庫松 文京町 4‐12‐

16 

406.79 S34 1958-A 2 4  

      

高崎市 江木 日光町 8 1,714.60 S26 1950-A 2 4  

    0.00   -B 2 4  

     -C 2 4  

     -D 2 4  

 小計   1,714.60  16  

高崎市 並榎 並榎町 174 2,447.94 S30 1954-A 2 8  

     0.00   -B 2 8  

     0.00   -C 2 12  

  小計  2,447.94  28  

高崎市 浜尻第一 浜尻町 946 2，710.08 S31 1955-B 2 4  

   0.00 -D 1 4 

  ・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・ ・ ・  

 小計  2，710.08  26  

桐生市 天神第一 天神町 3-2-2 1，851.22 S29 1953-B 2 4  

     -B 2 4  

  ・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・ ・ ・  

 小計  1，851.22  26  

 天神第二 天神町 3-6-13 1，946.44 S32 1956-A １ 4  

     -B １ 4  

     -C 2 4  

     -D 2 4  

  小計  1，946.44  16  
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 西堤 堤町 3-2-1 3，763.33 S30 1954-C 2 4  

  ・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・ ・ ・  

 小計  3，763.33  52  

 足仲 相生町 2-931 13,875.00 S41 1965-A １ 4  

     -D 2 6  

   1966-E 1 4  

     -F 1 4  

     -G 1 4  

     -J 2 6  

     -K 2 6  

   S43 1967-L 2 6  

   S44 1968-O 2 6  

  ・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・ ・ ・  

  小計  13,875.00  94  

      

伊勢崎

市 

宗高 宗高町 153 1,304.71 S27 1951-A 2 4  

     -B 2 4  

     -C 2 4  

  小計  1,304.71  12  

 羽黒 羽黒町 32 16,573.12 S48 1972-L 2 6  

     -S 2 6  

  ・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・ ・ ・  

 小計  16,573.12  90  

館林市 広内 広内町 9-7   753.71 S32 1957-A １ 8  

 新当郷 広内町 3-19～

3-22 

2,724.00 S34 1958-A 2 4  

   S35 1959-B 2 4  

   -C 2 4  

   S36 1960-D 2 4  

     -E 2 4  

  小計   2,724.00  20  

      

富岡市 桐渕 中高瀬 56 10,981.19 S48 1972-A 2 8  

  中高瀬 54 S49 1973-D 2 5  
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   S50 1974-H 2 6  

  ・・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・ ・ ・  

  小計  10，981.19  67  

      

安中市 遠丸 安中 5-9 18,247.82 S45 1969-A 2 8  

     -B 1 6  

    5-10   -C 1 6  

    5-9 S46 1970-D 2 8  

     -E 2 8  

   S47 1971-H 2 8  

     -I 2 8  

     -J 1 6  

     -K 1 4  

     -L 1 4  

   S48 1972-M 2 8  

    5-10   -O 1 4  

     -P 1 4  

     -Q 1 6  

     -R 1 4  

   S50 1974-S 1 6  

     -T 1 4  

    5-9   -U 2 8  

     -V 2 6  

 小計  18，274.82  116  

      

みどり

市 

大間々 大間々町大間々

1720-2 

690.97 S49 1973-B 1 2  

 

 

(3)団地別の採算状況について 

団地別の収支に関する資料と、固定資産に関する資料を基に、団地別の採算（損益状況）

を過去 3 期にわたって試算した結果、平成 18 年度が 226 百万円、平成 19 年度が 108 百万

円、平成 20 年が 182 百万円の赤字の状況にあった。 

県営住宅は営利目的ではないため、必ずしも採算が取れていなければならないというこ

とはないが、採算が取れている団地があることなどから考えると、県が負担すべきコスト
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として 1 戸当り 10 万円を超えるような採算の悪い団地があるという状況には疑問を感じ

る。既存の県営住宅のうち採算の悪化している団地については、採算の悪化している原因

を分析するとともに、改善に向けて努力することが望まれる。 

 

（現状及び問題点） 

団地別の収支に関する資料を県から提出してもらい、過去 3期分を比較した。 

減価償却費については建物台帳に記載されている取得価額をベースに構造等を考慮して

耐用年数を決定し、定額法により減価償却費を算定している。したがって、主な資産を対

象にしておりすべての償却資産について減価償却を実施しているわけではない。なお、取

得価額には、約１/２の補助金が含まれているが、補助金のない民間賃貸住宅と同条件にし

て採算状況を比較しやすくする見地から、試算では考慮していない。 

また、収入項目の県住宅使用料、コスト項目の維持管理コストについては県から団地別

に数値を提供してもらったが、収入項目の国庫補助金（家賃関係）やコスト項目のその他

の維持コストについては、個別把握が困難であることや金額的な重要性の観点から、県住

宅使用料収入をベースに按分計算している。 

なお、表示単位は千円で、単位未満の端数については切り捨てている。 

向町 国領
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 1,065 936 736 １．収入 2,140 2,022 2,118
　県営住宅使用料 1,063 931 727 　県営住宅使用料 2,135 2,011 2,097
　国庫補助金（家賃関係） 2 5 9 　国庫補助金（家賃関係） 5 11 21
２．コスト 1,105 1,060 1,316 ２．コスト 2,305 1,708 3,441
　維持管理コスト 914 858 1,124 　維持管理コスト 1,419 803 2,550
　減価償却費 156 156 156 　減価償却費 814 814 814
　その他の維持コスト 35 46 36 　その他の維持コスト 72 91 77
３．採算（１－２） ▲ 40 ▲ 124 ▲ 580 ３．採算（１－２） ▲ 165 314 ▲ 1,323

昭和 岩神
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 689 690 612 １．収入 4,647 4,540 4,844
　県営住宅使用料 688 687 606 　県営住宅使用料 4,637 4,515 4,800
　国庫補助金（家賃関係） 1 3 6 　国庫補助金（家賃関係） 10 25 44
２．コスト 968 1,941 873 ２．コスト 6,904 4,976 4,735
　維持管理コスト 613 1,578 518 　維持管理コスト 4,350 2,369 2,166
　減価償却費 333 333 333 　減価償却費 2,407 2,407 2,407
　その他の維持コスト 22 30 22 　その他の維持コスト 147 200 162
３．採算（１－２） ▲ 279 ▲ 1,251 ▲ 261 ３．採算（１－２） ▲ 2,257 ▲ 436 109

萩町 城東
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 3,949 3,740 4,023 １．収入 17,285 16,345 15,918
　県営住宅使用料 3,940 3,719 3,986 　県営住宅使用料 17,247 16,256 15,766
　国庫補助金（家賃関係） 9 21 37 　国庫補助金（家賃関係） 38 89 152
２．コスト 6,750 6,289 4,683 ２．コスト 13,992 13,571 15,347
　維持管理コスト 4,836 4,342 2,763 　維持管理コスト 3,194 2,628 4,548
　減価償却費 1,782 1,782 1,782 　減価償却費 10,237 10,237 10,237
　その他の維持コスト 132 165 138 　その他の維持コスト 561 706 562
３．採算（１－２） ▲ 2,801 ▲ 2,549 ▲ 660 ３．採算（１－２） 3,293 2,774 571

 



 
2‐2‐18 

 

元総社 天川大島
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 2,279 2,546 2,717 １．収入 595 575 762
　県営住宅使用料 2,275 2,534 2,694 　県営住宅使用料 594 572 757
　国庫補助金（家賃関係） 4 12 23 　国庫補助金（家賃関係） 1 3 5
２．コスト 2,303 2,265 3,444 ２．コスト 2,174 1,051 1,061
　維持管理コスト 1,481 1,414 2,607 　維持管理コスト 1,876 748 763
　減価償却費 750 750 750 　減価償却費 279 279 279
　その他の維持コスト 72 101 87 　その他の維持コスト 19 24 19

３．採算（１－２） ▲ 24 281 ▲ 727 ３．採算（１－２） ▲ 1,579 ▲ 476 ▲ 299

兵庫松 朝倉
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 646 613 636 １．収入 23,507 22,847 21,753
　県営住宅使用料 645 610 631 　県営住宅使用料 23,502 22,720 21,549
　国庫補助金（家賃関係） 1 3 5 　国庫補助金（家賃関係） 5 127 204
２．コスト 743 1,011 397 ２．コスト 18,294 17,478 17,581
　維持管理コスト 466 731 119 　維持管理コスト 7,512 6,469 6,820
　減価償却費 257 257 257 　減価償却費 10,009 10,009 10,009
　その他の維持コスト 20 23 21 　その他の維持コスト 773 1,000 752

３．採算（１－２） ▲ 97 ▲ 398 239 ３．採算（１－２） 5,213 5,369 4,172

南橘 広瀬第一
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 8,643 8,045 8,882 １．収入 79,478 83,466 88,079
　県営住宅使用料 8,624 7,994 8,800 　県営住宅使用料 79,296 83,041 87,346
　国庫補助金（家賃関係） 19 51 82 　国庫補助金（家賃関係） 182 425 733
２．コスト 28,236 10,218 15,222 ２．コスト 79,625 87,687 99,338
　維持管理コスト 25,232 7,095 12,198 　維持管理コスト 23,468 23,504 27,335
　減価償却費 2,722 2,722 2,722 　減価償却費 53,508 60,843 69,304
　その他の維持コスト 282 401 302 　その他の維持コスト 2,649 3,340 2,699

３．採算（１－２） ▲ 19,593 ▲ 2,173 ▲ 6,340 ３．採算（１－２） ▲ 147 ▲ 4,221 ▲ 11,259

広瀬第二 朝日町
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 75,381 76,843 77,079 １．収入 23,137 23,517 22,807
　県営住宅使用料 75,215 76,456 76,409 　県営住宅使用料 23,084 23,386 22,587
　国庫補助金（家賃関係） 166 387 670 　国庫補助金（家賃関係） 53 131 220
２．コスト 74,797 67,548 72,655 ２．コスト 19,464 16,994 29,191
　維持管理コスト 44,717 36,848 42,536 　維持管理コスト 10,812 8,093 20,508
　減価償却費 27,653 27,653 27,653 　減価償却費 7,872 7,872 7,872
　その他の維持コスト 2,427 3,047 2,466 　その他の維持コスト 780 1,029 811

３．採算（１－２） 584 9,295 4,424 ３．採算（１－２） 3,673 6,523 ▲ 6,384

下細井 下新田
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 59,971 60,267 60,896 １．収入 76,200 75,447 71,944
　県営住宅使用料 59,839 59,966 60,376 　県営住宅使用料 76,033 75,062 71,279
　国庫補助金（家賃関係） 132 301 520 　国庫補助金（家賃関係） 167 385 665
２．コスト 69,052 79,773 68,941 ２．コスト 65,424 89,715 63,551
　維持管理コスト 44,117 54,393 44,012 　維持管理コスト 26,031 49,726 24,139
　減価償却費 23,015 23,015 23,015 　減価償却費 36,963 36,963 36,963
　その他の維持コスト 1,920 2,365 1,914 　その他の維持コスト 2,430 3,026 2,449
３．採算（１－２） ▲ 9,081 ▲ 19,506 ▲ 8,045 ３．採算（１－２） 10,776 ▲ 14,268 8,393

田口 萱野
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 46,036 48,336 46,351 １．収入 94,808 99,228 95,659
　県営住宅使用料 45,930 48,086 45,921 　県営住宅使用料 94,596 98,728 94,792
　国庫補助金（家賃関係） 106 250 430 　国庫補助金（家賃関係） 212 500 867
２．コスト 44,877 50,340 39,953 ２．コスト 128,055 124,446 85,893
　維持管理コスト 17,191 22,233 12,231 　維持管理コスト 69,579 65,138 27,320
　減価償却費 26,140 26,140 26,140 　減価償却費 55,380 55,380 55,380
　その他の維持コスト 1,546 1,967 1,582 　その他の維持コスト 3,096 3,928 3,193
３．採算（１－２） 1,159 ▲ 2,004 6,398 ３．採算（１－２） ▲ 33,247 ▲ 25,218 9,766
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江木 石原町
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 933 1,057 858 １．収入 2,089 2,109 2,097
　県営住宅使用料 931 1,052 849 　県営住宅使用料 2,085 2,099 2,081
　国庫補助金（家賃関係） 2 5 9 　国庫補助金（家賃関係） 4 10 16
２．コスト 1,624 811 1,432 ２．コスト 3,224 1,009 2,154
　維持管理コスト 1,371 548 1,178 　維持管理コスト 2,824 594 1,761
　減価償却費 221 221 221 　減価償却費 332 332 332
　その他の維持コスト 32 42 33 　その他の維持コスト 68 83 61
３．採算（１－２） ▲ 691 246 ▲ 574 ３．採算（１－２） ▲ 1,135 1,100 ▲ 57

北双葉 並榎
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 30,774 30,270 29,388 １．収入 796 852 855
　県営住宅使用料 30,706 30,104 29,115 　県営住宅使用料 795 848 848
　国庫補助金（家賃関係） 68 166 273 　国庫補助金（家賃関係） 1 4 7
２．コスト 26,978 28,303 29,041 ２．コスト 1,395 1,994 1,297
　維持管理コスト 12,202 13,222 14,261 　維持管理コスト 885 1,476 784
　減価償却費 13,775 13,775 13,775 　減価償却費 484 484 484
　その他の維持コスト 1,001 1,306 1,005 　その他の維持コスト 26 34 29
３．採算（１－２） 3,796 1,967 347 ３．採算（１－２） ▲ 599 ▲ 1,142 ▲ 442

浜尻第一 浜尻第二
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 1,577 1,518 1,435 １．収入 20,222 21,583 20,699
　県営住宅使用料 1,573 1,506 1,417 　県営住宅使用料 20,177 21,475 20,522
　国庫補助金（家賃関係） 4 12 18 　国庫補助金（家賃関係） 45 108 177
２．コスト 3,015 2,048 6,239 ２．コスト 20,027 19,056 22,495
　維持管理コスト 2,185 1,188 5,405 　維持管理コスト 5,062 3,901 7,541
　減価償却費 766 766 766 　減価償却費 14,302 14,302 14,302
　その他の維持コスト 64 94 68 　その他の維持コスト 663 853 652
３．採算（１－２） ▲ 1,438 ▲ 530 ▲ 4,804 ３．採算（１－２） 195 2,527 ▲ 1,796

浜尻第三 上小鳥
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 25,800 23,087 24,095 １．収入 33,598 34,611 34,599
　県営住宅使用料 25,744 22,959 23,874 　県営住宅使用料 33,524 34,439 34,306
　国庫補助金（家賃関係） 56 128 221 　国庫補助金（家賃関係） 74 172 293
２．コスト 25,899 26,215 27,977 ２．コスト 28,821 27,404 29,135
　維持管理コスト 7,084 7,217 9,174 　維持管理コスト 6,458 4,774 6,778
　減価償却費 17,988 17,988 17,988 　減価償却費 21,277 21,277 21,277
　その他の維持コスト 827 1,010 815 　その他の維持コスト 1,086 1,353 1,080
３．採算（１－２） ▲ 99 ▲ 3,128 ▲ 3,882 ３．採算（１－２） 4,777 7,207 5,464

筑縄 井野
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 39,062 39,311 40,781 １．収入 37,623 38,556 38,744
　県営住宅使用料 38,976 39,107 40,428 　県営住宅使用料 37,540 38,363 38,410
　国庫補助金（家賃関係） 86 204 353 　国庫補助金（家賃関係） 83 193 334
２．コスト 38,319 37,479 37,979 ２．コスト 29,970 31,100 29,746
　維持管理コスト 8,568 7,383 8,190 　維持管理コスト 8,164 8,992 7,925
　減価償却費 28,490 28,490 28,490 　減価償却費 20,589 20,589 20,589
　その他の維持コスト 1,261 1,606 1,299 　その他の維持コスト 1,217 1,519 1,232
３．採算（１－２） 743 1,832 2,802 ３．採算（１－２） 7,653 7,456 8,998

金井淵 中尾
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 21,645 25,427 26,812 １．収入 112,745 115,710 112,055
　県営住宅使用料 21,597 25,300 26,583 　県営住宅使用料 112,502 115,138 111,066
　国庫補助金（家賃関係） 48 127 229 　国庫補助金（家賃関係） 243 572 989
２．コスト 58,442 58,228 60,778 ２．コスト 113,277 93,536 112,586
　維持管理コスト 6,208 5,692 8,399 　維持管理コスト 52,271 31,584 51,487
　減価償却費 51,534 51,534 51,534 　減価償却費 57,457 57,457 57,457
　その他の維持コスト 700 1,002 845 　その他の維持コスト 3,549 4,495 3,642
３．採算（１－２） ▲ 36,797 ▲ 32,801 ▲ 33,966 ３．採算（１－２） ▲ 532 22,174 ▲ 531
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中居 東金井
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 44,296 45,252 44,779 １．収入 21,229 21,692 22,843
　県営住宅使用料 44,190 45,005 44,354 　県営住宅使用料 21,183 21,583 22,657
　国庫補助金（家賃関係） 106 247 425 　国庫補助金（家賃関係） 46 109 186
２．コスト 35,412 31,932 32,582 ２．コスト 18,257 26,233 25,773
　維持管理コスト 17,790 13,920 14,950 　維持管理コスト 8,294 16,090 15,801
　減価償却費 16,068 16,068 16,068 　減価償却費 9,286 9,286 9,286
　その他の維持コスト 1,554 1,944 1,564 　その他の維持コスト 677 857 686
３．採算（１－２） 8,884 13,320 12,197 ３．採算（１－２） 2,972 ▲ 4,541 ▲ 2,930

北久保 鼻高
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 43,890 44,394 43,783 １．収入 44,543 44,819 45,972
　県営住宅使用料 43,793 44,167 43,399 　県営住宅使用料 44,446 44,594 45,584
　国庫補助金（家賃関係） 97 227 384 　国庫補助金（家賃関係） 97 225 388
２．コスト 41,940 45,688 42,472 ２．コスト 63,958 47,180 75,131
　維持管理コスト 18,665 22,041 19,192 　維持管理コスト 39,301 22,177 50,468
　減価償却費 21,864 21,864 21,864 　減価償却費 23,236 23,236 23,236
　その他の維持コスト 1,411 1,783 1,416 　その他の維持コスト 1,421 1,767 1,427
３．採算（１－２） 1,950 ▲ 1,294 1,311 ３．採算（１－２） ▲ 19,415 ▲ 2,361 ▲ 29,159

城山 上佐野
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 119,299 118,857 115,118 １．収入 100,232 102,356 99,812
　県営住宅使用料 119,039 118,245 114,056 　県営住宅使用料 100,010 101,840 98,921
　国庫補助金（家賃関係） 260 612 1,062 　国庫補助金（家賃関係） 222 516 891
２．コスト 149,427 118,169 133,990 ２．コスト 82,862 82,911 86,061
　維持管理コスト 73,721 41,448 58,174 　維持管理コスト 21,794 21,027 24,950
　減価償却費 71,909 71,909 71,909 　減価償却費 57,831 57,831 57,831
　その他の維持コスト 3,797 4,812 3,907 　その他の維持コスト 3,237 4,053 3,280
３．採算（１－２） ▲ 30,128 688 ▲ 18,872 ３．採算（１－２） 17,370 19,445 13,751

大沢 元宿
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 56,253 58,910 56,943 １．収入 2,021 2,111 1,893
　県営住宅使用料 56,129 58,613 56,440 　県営住宅使用料 2,016 2,099 1,874
　国庫補助金（家賃関係） 124 297 503 　国庫補助金（家賃関係） 5 12 19
２．コスト 47,685 49,098 50,015 ２．コスト 2,266 1,266 4,584
　維持管理コスト 10,766 11,653 13,056 　維持管理コスト 1,485 462 3,803
　減価償却費 35,106 35,106 35,106 　減価償却費 708 708 708
　その他の維持コスト 1,813 2,339 1,853 　その他の維持コスト 73 96 73
３．採算（１－２） 8,568 9,812 6,928 ３．採算（１－２） ▲ 245 845 ▲ 2,691

織姫 天神第一
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 6,523 6,356 6,411 １．収入 3,165 2,890 3,055
　県営住宅使用料 6,509 6,323 6,355 　県営住宅使用料 3,158 2,872 3,025
　国庫補助金（家賃関係） 14 33 56 　国庫補助金（家賃関係） 7 18 30
２．コスト 8,992 10,449 11,923 ２．コスト 4,027 7,347 3,725
　維持管理コスト 4,191 5,598 7,123 　維持管理コスト 1,734 5,018 1,429
　減価償却費 4,591 4,591 4,591 　減価償却費 2,185 2,185 2,185
　その他の維持コスト 210 260 209 　その他の維持コスト 108 144 111
３．採算（１－２） ▲ 2,469 ▲ 4,093 ▲ 5,512 ３．採算（１－２） ▲ 862 ▲ 4,457 ▲ 670

天神第二 西堤
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 1,200 1,168 1,111 １．収入 4,266 4,408 4,535
　県営住宅使用料 1,198 1,162 1,101 　県営住宅使用料 4,254 4,380 4,487
　国庫補助金（家賃関係） 2 6 10 　国庫補助金（家賃関係） 12 28 48
２．コスト 1,311 973 1,316 ２．コスト 4,819 3,800 7,077
　維持管理コスト 667 319 673 　維持管理コスト 3,541 2,478 5,798
　減価償却費 603 603 603 　減価償却費 1,100 1,100 1,100
　その他の維持コスト 41 51 40 　その他の維持コスト 178 222 179
３．採算（１－２） ▲ 111 195 ▲ 205 ３．採算（１－２） ▲ 553 608 ▲ 2,542
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相生第一 足仲
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 80,811 80,977 83,350 １．収入 12,278 11,495 11,763
　県営住宅使用料 80,633 80,565 82,643 　県営住宅使用料 12,249 11,424 11,643
　国庫補助金（家賃関係） 178 412 707 　国庫補助金（家賃関係） 29 71 120
２．コスト 95,822 85,734 96,070 ２．コスト 11,687 9,285 23,369
　維持管理コスト 27,980 17,239 28,214 　維持管理コスト 6,989 4,458 18,661
　減価償却費 65,252 65,252 65,252 　減価償却費 4,266 4,266 4,266
　その他の維持コスト 2,590 3,243 2,604 　その他の維持コスト 432 561 442
３．採算（１－２） ▲ 15,011 ▲ 4,757 ▲ 12,720 ３．採算（１－２） 591 2,210 ▲ 11,606

川内 二本松
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 18,185 22,368 24,119 １．収入 17,008 17,562 17,546
　県営住宅使用料 18,137 22,256 23,926 　県営住宅使用料 16,967 17,469 17,388
　国庫補助金（家賃関係） 48 112 193 　国庫補助金（家賃関係） 41 93 158
２．コスト 29,960 32,318 28,783 ２．コスト 22,106 17,816 20,148
　維持管理コスト 5,740 7,925 4,559 　維持管理コスト 14,146 9,722 12,202
　減価償却費 23,511 23,511 23,511 　減価償却費 7,364 7,364 7,364
　その他の維持コスト 709 882 713 　その他の維持コスト 596 730 582
３．採算（１－２） ▲ 11,775 ▲ 9,950 ▲ 4,664 ３．採算（１－２） ▲ 5,098 ▲ 254 ▲ 2,602

城ノ岡 相生第二
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 55,011 52,517 55,238 １．収入 33,310 33,647 35,472
　県営住宅使用料 54,890 52,237 54,759 　県営住宅使用料 33,237 33,478 35,166
　国庫補助金（家賃関係） 121 280 479 　国庫補助金（家賃関係） 73 169 306
２．コスト 60,121 47,961 45,291 ２．コスト 34,117 28,859 28,098
　維持管理コスト 29,064 16,467 14,236 　維持管理コスト 12,161 6,640 6,080
　減価償却費 29,292 29,292 29,292 　減価償却費 20,891 20,891 20,891
　その他の維持コスト 1,765 2,202 1,763 　その他の維持コスト 1,065 1,328 1,127
３．採算（１－２） ▲ 5,110 4,556 9,947 ３．採算（１－２） ▲ 807 4,788 7,374

宗高 上泉
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 723 791 587 １．収入 5,003 4,516 4,074
　県営住宅使用料 722 787 580 　県営住宅使用料 4,992 4,490 4,031
　国庫補助金（家賃関係） 1 4 7 　国庫補助金（家賃関係） 11 26 43
２．コスト 953 902 1,088 ２．コスト 7,373 7,543 6,316
　維持管理コスト 417 357 549 　維持管理コスト 4,171 4,299 3,117
　減価償却費 513 513 513 　減価償却費 3,040 3,040 3,040
　その他の維持コスト 23 32 26 　その他の維持コスト 162 204 159
３．採算（１－２） ▲ 230 ▲ 111 ▲ 501 ３．採算（１－２） ▲ 2,370 ▲ 3,027 ▲ 2,242

太田町 茂呂
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 16,452 15,835 16,761 １．収入 18,079 18,322 17,920
　県営住宅使用料 16,416 15,749 16,611 　県営住宅使用料 18,040 18,229 17,762
　国庫補助金（家賃関係） 36 86 150 　国庫補助金（家賃関係） 39 93 158
２．コスト 19,415 20,176 18,454 ２．コスト 16,551 15,490 20,408
　維持管理コスト 5,146 5,760 4,168 　維持管理コスト 4,703 3,488 8,553
　減価償却費 13,734 13,734 13,734 　減価償却費 11,271 11,271 11,271
　その他の維持コスト 535 682 552 　その他の維持コスト 577 731 584
３．採算（１－２） ▲ 2,963 ▲ 4,341 ▲ 1,693 ３．採算（１－２） 1,528 2,832 ▲ 2,488

上植木 羽黒
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 30,696 32,688 31,890 １．収入 18,921 19,357 19,193
　県営住宅使用料 30,628 32,523 31,611 　県営住宅使用料 18,880 19,259 19,027
　国庫補助金（家賃関係） 68 165 279 　国庫補助金（家賃関係） 41 98 166
２．コスト 35,289 35,814 36,904 ２．コスト 30,736 32,671 37,018
　維持管理コスト 7,546 7,761 9,124 　維持管理コスト 7,005 8,773 6,590
　減価償却費 26,750 26,750 26,750 　減価償却費 23,126 23,126 29,814
　その他の維持コスト 993 1,303 1,030 　その他の維持コスト 605 772 614
３．採算（１－２） ▲ 4,593 ▲ 3,126 ▲ 5,014 ３．採算（１－２） ▲ 11,815 ▲ 13,314 ▲ 17,825
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山王 今泉
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 48,927 50,152 51,744 １．収入 13,953 14,756 14,035
　県営住宅使用料 48,819 49,900 51,312 　県営住宅使用料 13,923 14,682 13,912
　国庫補助金（家賃関係） 108 252 432 　国庫補助金（家賃関係） 30 74 123
２．コスト 40,902 40,449 46,766 ２．コスト 19,685 35,135 12,235
　維持管理コスト 17,180 16,315 23,027 　維持管理コスト 12,222 27,532 4,763
　減価償却費 22,148 22,148 22,148 　減価償却費 7,017 7,017 7,017
　その他の維持コスト 1,574 1,986 1,591 　その他の維持コスト 446 586 455
３．採算（１－２） 8,025 9,703 4,978 ３．採算（１－２） ▲ 5,732 ▲ 20,379 1,800

今井 曲輪町
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 13,683 13,398 13,087 １．収入 16,140 14,436 14,899
　県営住宅使用料 13,653 13,327 12,965 　県営住宅使用料 16,104 14,351 14,754
　国庫補助金（家賃関係） 30 71 122 　国庫補助金（家賃関係） 36 85 145
２．コスト 11,012 15,539 10,949 ２．コスト 15,750 17,048 14,429
　維持管理コスト 3,335 7,743 3,264 　維持管理コスト 7,348 8,504 6,024
　減価償却費 7,235 7,235 7,235 　減価償却費 7,870 7,870 7,870
　その他の維持コスト 442 561 450 　その他の維持コスト 532 674 535
３．採算（１－２） 2,671 ▲ 2,141 2,138 ３．採算（１－２） 390 ▲ 2,612 470

田中島 新井
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 52,072 53,472 53,831 １．収入 15,949 15,297 15,795
　県営住宅使用料 51,957 53,205 53,372 　県営住宅使用料 15,490 15,216 15,658
　国庫補助金（家賃関係） 115 267 459 　国庫補助金（家賃関係） 459 81 137
２．コスト 47,458 46,871 47,866 ２．コスト 15,906 20,799 16,918
　維持管理コスト 10,696 9,681 11,088 　維持管理コスト 6,478 11,224 7,480
　減価償却費 35,087 35,087 35,087 　減価償却費 8,934 8,934 8,934
　その他の維持コスト 1,675 2,103 1,691 　その他の維持コスト 494 641 504
３．採算（１－２） 4,614 6,601 5,965 ３．採算（１－２） 43 ▲ 5,502 ▲ 1,123

石原 鳥ノ郷
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 38,570 38,691 38,401 １．収入 14,759 15,379 15,472
　県営住宅使用料 38,482 38,488 38,057 　県営住宅使用料 14,722 15,295 15,326
　国庫補助金（家賃関係） 88 203 344 　国庫補助金（家賃関係） 37 84 146
２．コスト 33,842 33,815 36,811 ２．コスト 13,843 12,858 15,035
　維持管理コスト 7,771 7,425 10,753 　維持管理コスト 4,135 3,029 5,328
　減価償却費 24,790 24,790 24,790 　減価償却費 9,169 9,169 9,169
　その他の維持コスト 1,281 1,600 1,268 　その他の維持コスト 539 660 538
３．採算（１－２） 4,728 4,876 1,590 ３．採算（１－２） 916 2,521 437

牛沢 宝泉
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 21,994 22,294 22,356 １．収入 14,488 14,994 14,399
　県営住宅使用料 21,946 22,181 22,159 　県営住宅使用料 14,454 14,914 14,262
　国庫補助金（家賃関係） 48 113 197 　国庫補助金（家賃関係） 34 80 137
２．コスト 19,476 22,791 27,885 ２．コスト 14,736 16,314 29,906
　維持管理コスト 9,682 12,810 18,070 　維持管理コスト 7,079 8,524 22,245
　減価償却費 9,089 9,089 9,089 　減価償却費 7,157 7,157 7,157
　その他の維持コスト 705 892 726 　その他の維持コスト 500 633 504
３．採算（１－２） 2,518 ▲ 497 ▲ 5,529 ３．採算（１－２） ▲ 248 ▲ 1,320 ▲ 15,507

鳥山 浜町
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 29,237 28,286 29,311 １．収入 63,163 64,047 60,887
　県営住宅使用料 29,173 28,138 29,056 　県営住宅使用料 63,026 63,726 60,332
　国庫補助金（家賃関係） 64 148 255 　国庫補助金（家賃関係） 137 321 555
２．コスト 28,675 23,180 37,298 ２．コスト 72,290 69,195 62,985
　維持管理コスト 14,968 9,242 23,585 　維持管理コスト 42,296 38,668 32,941
　減価償却費 12,775 12,775 12,775 　減価償却費 27,999 27,999 27,999
　その他の維持コスト 932 1,163 938 　その他の維持コスト 1,995 2,528 2,045
３．採算（１－２） 562 5,106 ▲ 7,987 ３．採算（１－２） ▲ 9,127 ▲ 5,148 ▲ 2,098
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内ヶ島 矢場
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 16,367 14,605 14,964 １．収入 27,753 26,850 25,424
　県営住宅使用料 16,331 14,519 14,816 　県営住宅使用料 27,694 26,710 25,184
　国庫補助金（家賃関係） 36 86 148 　国庫補助金（家賃関係） 59 140 240
２．コスト 21,907 16,512 18,087 ２．コスト 34,190 32,142 29,164
　維持管理コスト 11,917 6,369 8,079 　維持管理コスト 18,326 16,046 13,289
　減価償却費 9,463 9,463 9,463 　減価償却費 14,992 14,992 14,992
　その他の維持コスト 527 680 545 　その他の維持コスト 872 1,104 883
３．採算（１－２） ▲ 5,540 ▲ 1,907 ▲ 3,123 ３．採算（１－２） ▲ 6,437 ▲ 5,292 ▲ 3,740

成塚 金井
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 30,093 31,982 28,371 １．収入 12,368 13,367 13,184
　県営住宅使用料 30,026 31,829 28,106 　県営住宅使用料 12,339 13,298 13,070
　国庫補助金（家賃関係） 67 153 265 　国庫補助金（家賃関係） 29 69 114
２．コスト 28,156 29,940 36,063 ２．コスト 19,711 12,440 17,687
　維持管理コスト 6,546 8,106 14,459 　維持管理コスト 13,148 5,769 11,138
　減価償却費 20,629 20,629 20,629 　減価償却費 6,129 6,129 6,129
　その他の維持コスト 981 1,205 975 　その他の維持コスト 434 542 420
３．採算（１－２） 1,937 2,042 ▲ 7,692 ３．採算（１－２） ▲ 7,343 927 ▲ 4,503

松原 広内
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 0 0 0 １．収入 39 43 41
　県営住宅使用料 0 0 0 　県営住宅使用料 39 43 41
　国庫補助金（家賃関係） 0 0 0 　国庫補助金（家賃関係） 0 0 0
２．コスト 122 175 150 ２．コスト 368 320 457
　維持管理コスト 0 53 28 　維持管理コスト 177 129 266
　減価償却費 122 122 122 　減価償却費 190 190 190
　その他の維持コスト 0 0 0 　その他の維持コスト 1 1 1
３．採算（１－２） ▲ 122 ▲ 175 ▲ 150 ３．採算（１－２） ▲ 329 ▲ 277 ▲ 416

新当郷 高根
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 2,904 3,802 2,974 １．収入 45,748 48,274 45,788
　県営住宅使用料 2,898 3,787 2,948 　県営住宅使用料 45,726 48,215 45,692
　国庫補助金（家賃関係） 6 15 26 　国庫補助金（家賃関係） 22 59 96
２．コスト 1,962 2,743 1,869 ２．コスト 38,788 40,951 42,385
　維持管理コスト 935 1,692 841 　維持管理コスト 10,376 12,392 13,941
　減価償却費 932 932 932 　減価償却費 28,091 28,091 28,091
　その他の維持コスト 95 119 96 　その他の維持コスト 321 468 353
３．採算（１－２） 942 1,059 1,105 ３．採算（１－２） 6,960 7,323 3,403

青柳 大島
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 18,726 19,325 18,527 １．収入 16,356 16,312 15,632
　県営住宅使用料 18,685 19,225 18,361 　県営住宅使用料 16,321 16,226 15,488
　国庫補助金（家賃関係） 41 100 166 　国庫補助金（家賃関係） 35 86 144
２．コスト 23,235 28,239 18,228 ２．コスト 16,872 29,266 19,579
　維持管理コスト 12,749 17,570 7,740 　維持管理コスト 5,710 17,945 8,408
　減価償却費 9,878 9,878 9,878 　減価償却費 10,641 10,641 10,641
　その他の維持コスト 608 791 610 　その他の維持コスト 521 680 530
３．採算（１－２） ▲ 4,509 ▲ 8,914 299 ３．採算（１－２） ▲ 516 ▲ 12,954 ▲ 3,947

近藤 分福
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 16,973 17,616 16,856 １．収入 42,645 43,491 41,434
　県営住宅使用料 16,936 17,531 16,711 　県営住宅使用料 42,549 43,267 41,046
　国庫補助金（家賃関係） 37 85 145 　国庫補助金（家賃関係） 96 224 388
２．コスト 21,482 17,602 18,263 ２．コスト 38,794 41,736 42,691
　維持管理コスト 10,815 6,809 7,603 　維持管理コスト 11,150 13,731 15,019
　減価償却費 10,123 10,123 10,123 　減価償却費 26,242 26,242 26,242
　その他の維持コスト 544 670 537 　その他の維持コスト 1,402 1,763 1,430
３．採算（１－２） ▲ 4,509 14 ▲ 1,407 ３．採算（１－２） 3,851 1,755 ▲ 1,257
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日向 入沢
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 14,014 15,527 14,552 １．収入 9,674 9,781 9,588
　県営住宅使用料 13,990 15,464 14,445 　県営住宅使用料 9,655 9,737 9,513
　国庫補助金（家賃関係） 24 63 107 　国庫補助金（家賃関係） 19 44 75
２．コスト 14,779 14,427 14,684 ２．コスト 9,127 11,276 7,096
　維持管理コスト 3,110 2,618 2,980 　維持管理コスト 5,188 7,265 3,158
　減価償却費 11,308 11,308 11,308 　減価償却費 3,661 3,661 3,661
　その他の維持コスト 361 501 396 　その他の維持コスト 278 350 277
３．採算（１－２） ▲ 765 1,100 ▲ 132 ３．採算（１－２） 547 ▲ 1,495 2,492

八木原 下郷
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 19,424 19,386 19,363 １．収入 30,659 32,308 32,592
　県営住宅使用料 19,381 19,285 19,191 　県営住宅使用料 30,594 32,157 32,334
　国庫補助金（家賃関係） 43 101 172 　国庫補助金（家賃関係） 65 151 258
２．コスト 20,391 22,802 25,022 ２．コスト 28,802 27,984 30,877
　維持管理コスト 9,136 11,379 13,764 　維持管理コスト 4,895 3,835 6,970
　減価償却費 10,624 10,624 10,624 　減価償却費 22,957 22,957 22,957
　その他の維持コスト 631 799 634 　その他の維持コスト 950 1,192 950
３．採算（１－２） ▲ 967 ▲ 3,416 ▲ 5,659 ３．採算（１－２） 1,857 4,324 1,715

萩の宮 本郷
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 28,376 28,035 28,052 １．収入 39,851 41,003 39,954
　県営住宅使用料 28,313 27,890 27,804 　県営住宅使用料 39,764 40,801 39,603
　国庫補助金（家賃関係） 63 145 248 　国庫補助金（家賃関係） 87 202 351
２．コスト 30,227 29,320 28,444 ２．コスト 50,293 46,659 37,073
　維持管理コスト 7,621 6,493 5,848 　維持管理コスト 28,203 24,259 14,971
　減価償却費 21,682 21,682 21,682 　減価償却費 20,811 20,811 20,811
　その他の維持コスト 924 1,145 914 　その他の維持コスト 1,279 1,589 1,291
３．採算（１－２） ▲ 1,851 ▲ 1,285 ▲ 392 ３．採算（１－２） ▲ 10,442 ▲ 5,656 2,881

立石 酢の瀬
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 40,079 39,349 42,802 １．収入 4,361 4,458 3,985
　県営住宅使用料 39,984 39,125 42,415 　県営住宅使用料 4,353 4,439 3,951
　国庫補助金（家賃関係） 95 224 387 　国庫補助金（家賃関係） 8 19 34
２．コスト 41,850 40,969 33,634 ２．コスト 4,537 4,254 4,377
　維持管理コスト 16,988 15,728 8,730 　維持管理コスト 1,091 770 924
　減価償却費 23,477 23,477 23,477 　減価償却費 3,328 3,328 3,328
　その他の維持コスト 1,385 1,764 1,427 　その他の維持コスト 118 156 125
３．採算（１－２） ▲ 1,771 ▲ 1,620 9,168 ３．採算（１－２） ▲ 176 204 ▲ 392

芝宮 桐淵
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 25,787 27,591 28,639 １．収入 8,285 8,655 8,769
　県営住宅使用料 25,730 27,459 28,413 　県営住宅使用料 8,267 8,610 8,694
　国庫補助金（家賃関係） 57 132 226 　国庫補助金（家賃関係） 18 45 75
２．コスト 30,195 29,299 28,524 ２．コスト 32,283 16,947 18,230
　維持管理コスト 7,082 5,977 5,410 　維持管理コスト 18,427 2,998 4,361
　減価償却費 22,281 22,281 22,281 　減価償却費 13,593 13,593 13,593
　その他の維持コスト 832 1,041 833 　その他の維持コスト 263 356 276
３．採算（１－２） ▲ 4,408 ▲ 1,708 115 ３．採算（１－２） ▲ 23,998 ▲ 8,292 ▲ 9,461

田篠 観音前
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 18,844 19,482 20,207 １．収入 24,691 25,057 24,428
　県営住宅使用料 18,803 19,385 20,040 　県営住宅使用料 24,637 24,930 24,215
　国庫補助金（家賃関係） 41 97 167 　国庫補助金（家賃関係） 54 127 213
２．コスト 18,739 21,741 14,433 ２．コスト 19,922 21,748 25,713
　維持管理コスト 8,513 11,360 4,197 　維持管理コスト 5,338 6,958 11,136
　減価償却費 9,619 9,619 9,619 　減価償却費 13,792 13,792 13,792
　その他の維持コスト 607 762 617 　その他の維持コスト 792 998 785
３．採算（１－２） 105 ▲ 2,259 5,774 ３．採算（１－２） 4,769 3,309 ▲ 1,285
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上中島 原市第一
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 6,295 7,126 7,152 １．収入 26,700 26,159 27,366
　県営住宅使用料 6,281 7,092 7,093 　県営住宅使用料 26,641 26,021 27,130
　国庫補助金（家賃関係） 14 34 59 　国庫補助金（家賃関係） 59 138 236
２．コスト 7,067 7,795 7,714 ２．コスト 28,934 30,039 29,126
　維持管理コスト 1,730 2,397 2,367 　維持管理コスト 5,397 6,282 5,581
　減価償却費 5,130 5,130 5,130 　減価償却費 22,674 22,674 22,674
　その他の維持コスト 207 268 217 　その他の維持コスト 863 1,083 871
３．採算（１－２） ▲ 772 ▲ 669 ▲ 562 ３．採算（１－２） ▲ 2,234 ▲ 3,880 ▲ 1,760

遠丸 原市第二
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 6,762 6,196 6,564 １．収入 14,106 14,201 13,668
　県営住宅使用料 6,748 6,162 6,504 　県営住宅使用料 14,076 14,130 13,545
　国庫補助金（家賃関係） 14 34 60 　国庫補助金（家賃関係） 30 71 123
２．コスト 14,260 14,811 16,387 ２．コスト 16,786 16,057 18,178
　維持管理コスト 4,399 4,898 6,520 　維持管理コスト 5,905 5,064 7,294
　減価償却費 9,644 9,644 9,644 　減価償却費 10,431 10,431 10,431
　その他の維持コスト 217 269 223 　その他の維持コスト 450 562 453
３．採算（１－２） ▲ 7,498 ▲ 8,615 ▲ 9,823 ３．採算（１－２） ▲ 2,680 ▲ 1,856 ▲ 4,510

下磯部 室田
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 17,965 19,346 18,784 １．収入 4,656 4,648 4,586
　県営住宅使用料 17,923 19,247 18,616 　県営住宅使用料 4,646 4,623 4,543
　国庫補助金（家賃関係） 42 99 168 　国庫補助金（家賃関係） 10 25 43
２．コスト 21,326 20,712 21,386 ２．コスト 11,192 7,812 6,998
　維持管理コスト 6,583 5,804 6,634 　維持管理コスト 5,965 2,543 1,770
　減価償却費 14,131 14,131 14,131 　減価償却費 5,068 5,068 5,068
　その他の維持コスト 612 777 621 　その他の維持コスト 159 201 160
３．採算（１－２） ▲ 3,361 ▲ 1,366 ▲ 2,602 ３．採算（１－２） ▲ 6,536 ▲ 3,164 ▲ 2,412

中河原 下河原
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 36,992 38,987 40,714 １．収入 52,843 55,816 56,545
　県営住宅使用料 36,912 38,792 40,374 　県営住宅使用料 52,718 55,530 56,051
　国庫補助金（家賃関係） 80 195 340 　国庫補助金（家賃関係） 125 286 494
２．コスト 42,758 43,951 50,032 ２．コスト 61,537 61,724 66,400
　維持管理コスト 19,066 19,893 26,253 　維持管理コスト 24,595 24,360 29,467
　減価償却費 22,526 22,526 22,526 　減価償却費 35,112 35,112 35,112
　その他の維持コスト 1,166 1,532 1,253 　その他の維持コスト 1,830 2,252 1,821
３．採算（１－２） ▲ 5,766 ▲ 4,964 ▲ 9,318 ３．採算（１－２） ▲ 8,694 ▲ 5,908 ▲ 9,855

二軒在家 中島
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 13,005 14,231 13,516 １．収入 13,910 13,129 12,641
　県営住宅使用料 12,975 14,160 13,395 　県営住宅使用料 13,880 13,058 12,519
　国庫補助金（家賃関係） 30 71 121 　国庫補助金（家賃関係） 30 71 122
２．コスト 16,361 15,513 20,942 ２．コスト 13,433 11,509 11,581
　維持管理コスト 5,199 4,233 9,778 　維持管理コスト 4,492 2,451 2,636
　減価償却費 10,717 10,717 10,717 　減価償却費 8,494 8,494 8,494
　その他の維持コスト 445 563 447 　その他の維持コスト 447 564 451
３．採算（１－２） ▲ 3,356 ▲ 1,282 ▲ 7,426 ３．採算（１－２） 477 1,620 1,060

三ツ木 女塚
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 6,013 6,162 6,712 １．収入 14,297 15,523 13,964
　県営住宅使用料 6,000 6,131 6,659 　県営住宅使用料 14,264 15,444 13,831
　国庫補助金（家賃関係） 13 31 53 　国庫補助金（家賃関係） 33 79 133
２．コスト 11,582 6,072 6,721 ２．コスト 14,044 14,034 14,234
　維持管理コスト 7,192 1,626 2,326 　維持管理コスト 2,921 2,773 3,101
　減価償却費 4,197 4,197 4,197 　減価償却費 10,641 10,641 10,641
　その他の維持コスト 193 249 198 　その他の維持コスト 482 620 492
３．採算（１－２） ▲ 5,569 90 ▲ 9 ３．採算（１－２） 253 1,489 ▲ 270

 
 
 



 
2‐2‐26 

 

生品 大間々
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 15,932 15,998 15,005 １．収入 90 66 63
　県営住宅使用料 15,897 15,916 14,865 　県営住宅使用料 90 66 63
　国庫補助金（家賃関係） 35 82 140 　国庫補助金（家賃関係） 0 0 0
２．コスト 13,425 16,822 16,026 ２．コスト 151 511 133
　維持管理コスト 2,114 5,380 4,710 　維持管理コスト 51 410 33
　減価償却費 10,798 10,798 10,798 　減価償却費 98 98 98
　その他の維持コスト 513 644 518 　その他の維持コスト 2 3 2
３．採算（１－２） 2,507 ▲ 824 ▲ 1,021 ３．採算（１－２） ▲ 61 ▲ 445 ▲ 70

大林 丘山
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 3,467 3,458 3,846 １．収入 31,436 32,212 31,720
　県営住宅使用料 3,460 3,440 3,815 　県営住宅使用料 31,363 32,044 31,430
　国庫補助金（家賃関係） 7 18 31 　国庫補助金（家賃関係） 73 168 290
２．コスト 6,880 7,130 7,659 ２．コスト 30,800 28,224 28,044
　維持管理コスト 1,311 1,532 2,086 　維持管理コスト 10,338 7,511 7,584
　減価償却費 5,456 5,456 5,456 　減価償却費 19,391 19,391 19,391
　その他の維持コスト 113 142 117 　その他の維持コスト 1,071 1,322 1,069
３．採算（１－２） ▲ 3,413 ▲ 3,672 ▲ 3,813 ３．採算（１－２） 636 3,988 3,676

中野 合計
18年度 19年度 20年度 18年度 19年度 20年度

１．収入 17,579 17,078 16,633 １．収入 2,719,388 2,769,271 2,752,279
　県営住宅使用料 17,540 16,984 16,473 　県営住宅使用料 2,713,388 2,755,210 2,728,173
　国庫補助金（家賃関係） 39 94 160 　国庫補助金（家賃関係） 6,000 14,061 24,106
２．コスト 13,472 16,856 16,633 ２．コスト 2,945,515 2,877,981 2,935,132
　維持管理コスト 2,740 5,959 5,890 　維持管理コスト 1,198,736 1,100,725 1,164,468
　減価償却費 10,153 10,153 10,153 　減価償却費 1,659,485 1,666,820 1,681,969
　その他の維持コスト 579 744 590 　その他の維持コスト 87,294 110,436 88,695
３．採算（１－２） 4,107 222 0 ３．採算（１－２） ▲ 226,127 ▲ 108,710 ▲ 182,853

 

 
 
団地全体の採算をみると、過去 3 年間は平成 18 年度が 226 百万円の赤字、平成 19 年度

が 108 百万円の赤字、平成 20 年度が 182 百万円の赤字と毎年赤字の状況にある。平成 21

年 4 月 1 日時点における入居戸数は 9,460 戸であることから、平成 20 年度は 1 戸当り 19

千円の赤字であり、県の住宅政策として低所得者に対する住宅供給のために 1 戸当り約２

万円を負担していることになる。 

 

団地別に採算状況をまとめると、次のような状況である。 

・採算がプラスの団地数・・・・・・・・・ 37 団地 

・採算がマイナスの団地数・・・・・・・・ 70 団地 

 

採算がマイナスの団地について上位 10 団地は以下のとおりである。 

（単位：千円） 

団 地 名 採  算 1 戸当り採算 建設年度 

金井淵 ▲33,966 ▲404 H13,14,17 

鼻高 ▲29,159 ▲165 S54 

城山 ▲18,872 ▲47 S55～60 

羽黒 ▲17,825 ▲110 H15,17 

宝泉 ▲15,507 ▲193 S49,50 
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団 地 名 採  算 1 戸当り採算 建設年度 

相生第一 ▲12,720 ▲54 H3 

広瀬第一 ▲11,259 ▲23 H10～18 

足仲 ▲11,606 ▲123 S40～43 

下河原 ▲9,855 ▲48 S55～57、H4,6 

遠丸 ▲9,823 ▲84 S44～49 

不採算団地の平均 ▲4,785 ▲55  

 

上記採算がマイナスの団地のうち1戸当りの採算が▲100千円以上の団地の状況は以下の

とおりである。 

（単位：千円、％） 

団地名 
1 戸当り 

採算 

1 戸当り 

収入 

1 戸当り 

維持コスト 

1戸当りの

減価償却費

１戸当り 

その他経費 
入居率 

金 井 淵 ▲404 316 99 613 11 96.4%

宝 泉 ▲193 178 278 89 6 91.3%

鼻 高 ▲165 259 286 132 8 90.3%

足 仲 ▲123 123 198 45 3 82.9%

羽 黒 ▲110 118 40 185 3 64.6%

 

以上のような状況から、1戸当りの採算が悪化している理由として次のようなことが考え

られる。 

・ 金井淵団地で見受けられるように、比較的最近建設された団地であるが、建物の構造が

準耐火構造の特殊な木造を採用しているため建設コストが通常の木造に比して高価と

なり、減価償却費が多額となったことが採算を悪化させている。 

・ 宝泉団地、鼻高団地、足仲団地で見受けられるように、建設年次が比較的古いため維持

コストがかかるようになっているが、特にこの 3団地では計画修繕として追加的な修繕

コストが発生しているため採算が特に悪化しているような結果となっている。平成 20

年度以外の年度においても採算状況は良好とは言えず、計画修繕として発生する大規模

修繕費を確保できている状況にはない。 

・ 羽黒団地で見受けられるように、入居率が悪いために収入が十分に確保されないことも

採算を悪化させる要因となっているように思われる。なお、羽黒団地では現在住戸改善

準備のために募集を停止している棟があるため結果的に入居率が悪化している状態が

続いているとのことである。 

 

（改善策） 
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県営住宅は営利目的ではないため、必ずしも採算が取れていなければならないというこ

とはないが、採算が取れている団地があることなどから考えると、県が負担すべきコスト

として 1戸当り 10 万円を超えるような採算の悪い団地があるという状況には疑問を感じる。

既存の県営住宅のうち採算の悪化している団地については、採算の悪化している原因を分

析するとともに、改善に向けて努力することが望まれる。 

 

 

(4)県営団地事業のキャッシュフローの状況について 

団地別の採算状況をベースに、採算計算のなかから減価償却を除いたキャッシュベース

の収支状況は、平成 18 年度は 1,433 百万円、平成 19 年度は 1,558 百万円、平成 20 年度は

1,499 百万円の収入超過となっているが、団地建設のために発行した県債の元利償還による

支出を加味すると平成 18 年度は 766 百万円、平成 19 年度は 631 百万円、平成 20 年度は 658

百万円の支出超過となっている。 

採算の状況と同様に、公益目的の事業でもあることから必ずしも収支バランスが取れて

いる必要は無いが、収支の内容を分析することなどにより収支バランスを改善できる点が

無いかどうか検討されたい。 

（現状及び問題点） 

団地別の採算状況をベースに、採算計算のなかから減価償却を除いたキャッシュベース

の収支状況は、平成 18 年度は 1,433 百万円、平成 19 年度は 1,558 百万円、平成 20 年度は

1,499 百万円の収入超過となっている。 

これに対して、公営住宅に係る県債の元利償還額は過去 3 期で以下のように推移してい

る。 

（単位：百万円） 

年度 元金 利子 合計 

平成 18 年度 1,536 662 2,199

平成 19 年度 1,578 610 2,189

平成 20 年度 1,600 557 2,157

 

キャッシュベースの収入超過額と元利償還額を比較すると各年度における最終的な県の

負担額は以下のようになる。 

年度 負担額 

平成 18 年度 766 百万円

平成 19 年度 631 百万円

平成 20 年度 658 百万円

 

また、入居戸数から 1戸当たりの負担を計算すると、平成 20 年度については、採算ベー
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スでは１戸あたり 2 万円の赤字であったが、キャッシュフローベースで見ると 6 万 9 千円

とさらに厳しい状況となっている。 

団地にかかる借入金等の返済を団地からの収入以外の収入により資金を調達しているこ

とが伺える。 

 

（改善策） 

採算の状況と同様に、公益目的の事業でもあることから必ずしも収支バランスが取れて

いる必要は無いが、収入及び支出の面で収支バランスを改善できる点が無いかどうか改善

に向けて検討されたい。 

 

 

(5)火災保険・地震保険の付保が不十分であることについて     

県営住宅のうち、火災保険が付保されているのは木造・準耐火物件（5.2％）のみであり、

その他の物件は無保険の状態にある。地震保険については、全物件無保険である。県有財

産の保全の観点から、最低火災保険は全物件付保する等効率的な保全方法の検討が望まれ

る。 

（現状及び問題点） 

平成 21年度に、火災共済が付保されているのは、耐用年数を経過した物件で、構造が木
造・準耐火物件 542戸と集会所 21か所であり、県営住宅住居総数 10,423戸の 5.2％、しか
も、その付保物件ついても、付保共済(保険)金額は再調達価額に対する割合（一部保険割合）
は平均 39.0％に過ぎず一部保険の状況になっており、火災災害に対する保全はほとんどで
きていない無防備の状態といってよい。また、地震保険は、完全無保険状態にある。この

原因は、財政上の理由によるものといわれる。現在の共済掛け金は、年額 432,953 円であ
る。仮に、全物件について現在の一部保険の割合 39％の共済（保険）金額の割合で火災共
済（保険）を付保した場合を試算すると掛金（保険料）の増加額は、6,059,704円 、全部
保険（共済（保険）金額を再調達価額まで付保する）にした場合でも、その増加額は

16,211,268 円に過ぎない。保全を優先すべきではないかと考える。因みに住宅供給公社賃
貸住宅は全物件火災保険が付保され、財産の保全がはかられている。 
 
〈県営住宅火災共済付保状況平成 21年度〉 
 戸数 

(集会室) 
棟数 面積 再調達金額

(千円) 
①  

契 約 金 額

(千円) 
②  

掛金(円) 一部保
険割合

( ① /
②)% 

火災共済既

加入 (A) 
542 

 (21) 
145 29,844.60 5,341,325 2,093,108 432,953 39.0
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県営住宅総

合計 （B） 
10,423 

(60) 
560 758,804.47 134,823,276   ‐  ‐  ‐

加入率等%  5.2 
(35.0) 

25.8    3.9     3.9   ‐  ‐  ‐

 
（改善策） 
県営住宅は、重要な県民財産であり、効率的な保全方法の検討が望まれる。 

 
 

(6)管理代行制度による住宅供給公社の管理について 

県営住宅の管理業務については、群馬県住宅供給公社を管理代行者とする「管理代行制

度」の方法により行っている。この方式によるメリットは、委託管理業務の範囲が広い点

等であるが、民間も含む各種団体への公募の方式がとられないため、民間のノウハウの活

用、コスト削減等の点からのデメリットが懸念される。これらの点を十分認識したうえで、

「管理代行制度」を運用することが必要である。 

（現状及び問題点） 

 県営住宅の管理方法には、県による「直営方式」、「指定管理者制度」、「管理代行制度」

の 3 方式があるが、群馬県では、「直営方式」は主としてコスト負担の点から、「指定管理

者制度」は管理させうる業務範囲が狭い点から採用されず、これまで、委託管理業務とし

て同様な業務を実施してきた実績等を考慮して群馬県住宅供給公社を管理代行者とする

「管理代行制度」が採用されている。 

 〈3 つの制度の比較表〉 

管理形態 直営方式 指定管理者制度 管理代行制度 

根拠法令 － 地方自治法第 224 条の 2

第 3項 

公営住宅法 47 条 

管理団体 群馬県 すべての団体（民間を含

む） 

地方公共団体・地方住宅

供給公社 

長所 直接対応可 公募実施による民間ノウ

ハウの活用、コスト削減

管理業務の広範 

公営住宅の一体的管理 

短所 経費負担大 管理業務の範囲狭小 管理団体の特定 

 

 (注)主な業務範囲の比較 

業務内容 指定管理者制度 管理代行制度

入居者の決定 不可 可 

同居承認 不可 可 
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高額所得者への明け渡し請求 不可 可 

収入状況の報告の請求 不可 可 

公営住宅監理員設置・任命 不可 可 

 

 管理代行制度のデメリットが顕在化しない方策を考慮しながら運営することが必要であ

るが、管理料はむしろ増加の傾向にある。 

 

 

〈県営住宅管理代行料推移〉 

  
業務受託 → 管理代行制度 → → 

H17.3 H18.3 H19.3  H20.3  H21.3 

管理事務費(千円) 135,311 140,618 148,990 153,041 158,612

管理戸数(戸) 10,527 10,477 10,399 10,456 10,423

1 戸当り管理事務費(円) 12,854 13,422 14,327 14,637 15,218

 

（改善策） 
平成 21 年度以後も 3年間の管理代行契約を引き続き群馬県住宅供給公社と締結したとの

ことであるが、管理業務上の民間ノウハウの活用及びコスト削減について、指定管理者制

度を選択している他の自治体の例等をベンチマーク（参考に）しながら、一層の工夫を凝

らしていくことが必要である。 

 

 

(7)群馬県住宅供給公社への管理代行料について 

群馬県住宅供給公社へ支払っている管理代行料を、他市が支払っている管理代行料と比

較すると、不合理と推測される点がある。管理代行料の価格設定を検討することが必要で

ある。 

（現状及び問題点） 

群馬県住宅供給公社は、県営住宅の管理代行業務だけでなく、高崎市営住宅、太田市営

住宅の管理代行業務を、また、桐生市営住宅に関しては指定管理者として管理業務を実施

している。 

各契約により自治体が住宅供給公社に支払っている報酬を比較したのが下表である。こ

の「維持管理料」の中には、住宅に対する維持管理費用が含まれるため、各年度ごとの計

上額に大きなばらつきが生じるので、実際に各契約単位での単純な管理代行料を比較する

観点からは、「管理事務費」（人件費＋事務費）で比較するのが有効であり、この数値も下

表に掲載している。 

下表によると,県営住宅の 1戸当たりの「管理事務費」は、例えば管理戸数が高崎市営住
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宅の 3倍以上あるが 15,218 円であり、高崎市営住宅の 15,148 円とほぼ同額である。 

同様の業務を実施しているのであれば、一般論としても、管理戸数の多い県営住宅の 1

戸当り「管理事務費」の方が、スケールメリットにより、高崎市よりも低額になると考え

られるが、そのような価格設定になっていない。 

 

〈平成 20 年度実績〉                 （金額；消費税抜き．単位；円） 

 
管理代行 管理代行 管理代行 指定管理者 

県営住宅 高崎市営住宅 太田市営住宅 桐生市営住宅

維持管理料 1,109,070,478 237,858,096 142,960,000 144,773,336

うち管理事務費 158,612,147 50,745,241 62,131,408 51,061,880

管理戸数（戸） 10,423 3,350 3,303 2,824

1 戸当り維持管理料 106,406 71,002 43,282 51,265

うち１戸当り管理事務費 15,218 15,148 18,811 18,081

 
（改善策） 
 住宅供給公社の価格設定方法、原価計算の仕組みを解明し、価格水準の合理性を担保し、

わかりやすく県民に説明できるようにすべきである。 
 

 
(8)住宅供給公社との管理代行制度での委託業務のうちの一部重要業務が仕様書別表に明

示されていないことについて   
県の管理代行者として、住宅供給公社に県営住宅の管理業務を実施させている。そのう

ちの重要業務として、「単身入居要件の調査、市町村への意見の徴求（公営住宅法施行令 2，

3 項）」業務があり、実際に当該業務を実施させているにも関わらず、「県営住宅管理業務

等仕様書 別表」に当該業務が明示されていない。重要業務であり、独立明示することが

望ましい。 

（現状及び問題点） 

 住宅供給公社は県の管理代行者として、県営住宅の管理業務を実施している。そのうち

の重要業務である「単身入居要件の調査、市町村への意見の徴求（公営住宅法施行令 2，3

項）」も、実際実施しているが、「県営住宅管理業務等仕様書 別表」に明示されていない。 

 

（改善策） 
 「不明事項についての問い合わせ確認」業務に含まれるとのことであるが、重要項目で

あり、「県営住宅管理業務等仕様書 別表」に独立明示することが望ましい。 
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(9)県営住宅への申込に関する情報の管理について 

県営住宅への申込者の情報は住宅管理システムに登録されるが、その内容や保管期間に

ついて明確な規程が設けられていない。個人情報を取り扱うという観点からは規程を設け

る等の適切な対応が望まれる。 

（現状及び問題点） 

県営住宅への申込の情報は住宅管理システムに登録している。 

申込情報等の個人情報については群馬県個人情報保護条例や群馬県個人情報保護事務取

扱要綱に基づき対応しているとのことであるが、これらの条例や要綱については県全体で

共通して適用される規程であるため、各課で実施される事務処理に対して具体的に記載さ

れているわけではない。したがって、県営住宅への申し込みに関する個人情報について、

登録する情報の内容や、どの程度の期間情報を保管しておくかについて具体的に明確にな

っていない。 

 

（改善策） 
取り扱う個人情報は多岐にわたり量も多く、また保管することとなる期間も長くなるこ

とから、住宅管理システムに登録される申し込みの情報の取り扱いに関する具体的な規程

を別途設けるなど適切な対応が望まれる。 

 

 
(10)高額所得者の退去について   

「高額所得者の家賃」が適用になる入居者には、期限を定めて住宅の明渡しを請求する

ことになっている。明渡し請求がなされてはいるが、居住を継続している者もいる状況で

あり、明け渡しが確実に実行される方策を考えるべきである。 

（現状及び問題点） 

 県営住宅は、県が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で貸す賃貸住宅である。 

家賃は、世帯の収入により算定される。世帯の収入を把握するため、毎年６月に入居者か 

ら「収入に関する申告書」を提出してもらい翌年４月からの１年間の家賃を決定している。 

収入が基準額を超えた場合は「高額所得者の家賃」が適用になる。当該家賃が適用になる 

世帯数は平成２０年度においては、平成２０年度以前からの継続該当者１１世帯、平成 

２０年度新規該当者１６世帯、計２７世帯である（平成２１年度は現在調査中である）。 

「高額所得者の家賃」が適用になる入居者に対し、期限を定めた「県営住宅明渡請求書」 

を送付している。入居者から「県営住宅明渡期限延長申出書」（以下「申出書」）の提出が 

あり、延長理由が認められると延長期限が定められ、入居継続が可能となる。しかし、「申 

出書」を提出していない者又は「申出書」を提出しても延長理由が認められない者は１４ 

名、そのうち明渡し期間までに退去したものは４名、公社と退去協議中のものが５名、退 

去協議が進んでいないもの５名となっている。 
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（改善策） 
現状では、明渡し請求されても県営住宅へ居住し続けている者がいるので、速やかに退

去させるべきである。退去せず居住し続けている者がいる場合には、家賃をさらに高額に

する等新たな対策を検討する必要がある。 

 
(11)家賃滞納者に対する取扱いについて    

「管理条例」では３か月以上家賃を滞納した場合、県営住宅の明渡しの請求ができる旨

が定められており、「県営住宅入居者募集案内（以下、「募集案内」という）」・「県営住宅す

まいのしおり（以下、「しおり」という）」にもその旨が記載され、入居者にも周知されて

いる。しかし、「事務処理要領」では、４か月分家賃滞納者に送付する再々督促状に明渡請

求する旨が記載されている。「事務処理要領」でも「管理条例」に規定する３か月分の家賃

滞納者に明渡請求することに変更することが望まれる。 

（現状及び問題点） 

家賃を滞納した場合の、明渡しの請求ができる時期は以下のように定められている。 

 

「管理条例」第４７条第１項２号 ３か月以上滞納したとき 

「募集案内」「しおり」 ３か月以上滞納したとき 

 

滞納者に明渡し請求がなされる旨は再々督促状に記載される。滞納をなくすためには、

より早く滞納月数 3カ月でアクションを起こす方が効果的であるが、「事務処理要領」では、

再々督促状の発行時期は４か月目の納入期限の属する月の翌月末であるので入居者は５か

月経過後に明渡し請求の予告がなされたことを知る実務になっている。 

 
（改善策） 
家賃滞納者を牽制し、家賃滞納額を増加させないためには早めに対応することが必要で

ある。そのためには「事務処理要領」を変更して、「募集案内」「しおり」に記載されてい

るように、家賃を３か月以上滞納した者に明渡し請求の予告を通知することが望まれる。 

 

 

（参考） 

県営住宅における家賃滞納の状況は以下のとおりである。 

現在は、雇用不安や、母子家庭の増加などによる収入減少世帯の増加が、主な滞納の原

因になっている。また、既に県営住宅からの退去者が滞納額の約 70％を占めている。 
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〈滞納額の年度別推移表〉                    （単位：千円） 

年度 Ｈ9年 Ｈ10 年 Ｈ11 年 Ｈ12 年 Ｈ13 年 Ｈ14 年 

滞納額 246,740 296,820 366,590 429,680 509,547 586,444 

不納欠損額   -   - -  -  1,087 32,084 

差引：収入未済額 246,740 296,820 366,590 429,680 508,460 554,360 

収入未済額増減 62,790 50,080 69,770 63,090 78,780 45,900 

 

年度 Ｈ15 年 Ｈ16 年 Ｈ17 年 Ｈ18 年 Ｈ19 年 Ｈ20 年 

滞納額 603,400 620,959 597,242 550,923 467,663 411,274 

不納欠損額  5,810   509  5,247 13,355    0  8,009 

差引：収入未済額 597,590 620,450 591,995 537,568 467,663 403,265 

収入未済額増減 43,230 22,860 △28,455 △54,427 △69,905 △64,398 

 

平成１４年の滞納整理班(４名)の設置に続き、平成１５年「事務処理要領」を策定し、

滞納家賃の回収に努めた結果平成２０年における滞納家賃額は平成１６年ピーク時の  

６５％に減少している。不納欠損処理は、「県営住宅使用料の不納欠損基準」を定め、平成

１３年４月より実施している。 

  

その結果、収納率の絶対的水準は平成２０年度全国３８位にとどまっているものの、平

成１６年度の４５位から上昇している。 

（単位：千円） 

年度 区分 調定額Ａ 収納額Ｂ 収納率Ｂ/Ａ 全国順位 

 

１６ 

現年 2,720,125 2,596,183  95.4％ 42 

過年  603,402 106,383  17.6％     35 

計 3,323,527 2,702,567  81.3％     45 

 

１７ 

現年 2,702,406 2,610,469  96.6％     37 

過年  620,450 115,145  18.6％     34 

計 3,322,857 2,725,614  82.0％     44 

 

１８ 

現年 2,672,316 2,602,189  97.4％     25 

過年   591,995 111,198  18.8％     30 

計 3,264,311 2,713,388  83.1％     41 

 

１９ 

現年 2,685,330 2,631,718  98.0％     20 

過年  537,542 123,491  23.0％     15 

計 3,222,873 2,755,210  85.5％     40 
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２０ 現年 2,671,785 2,623,005  98.2％    17 

過年  467,663 105,167  22.5％    15 

計 3,139,448 2,728,173  86.9％    38 

 

収納率の改善についての指標である「収納率の改善率（対前年比）」の全国順位も以下の

ように上昇している。 

 

Ｈ１６年 Ｈ１７年 Ｈ１８年 Ｈ１９年 Ｈ２０年 

 ３６位 ７位 ４位 １位 １位 

 

なお、家賃滞納者に対し、「事務処理要領」では以下のように対応することが定められて

いる。 

文書名 発行対象者 発行時期 

再督促状 ２か月分家賃滞納者 ２ヶ月目の納入期限の属す

る月の翌月末 

納入指導（保証人） ３か月分家賃滞納者の保

証人等 

３ヶ月目の納入期限の属す

る月の翌月末 

再々督促状（呼び

出状） 

４か月分家賃滞納者 ４ヶ月目の納入期限の属す

る月の翌月末 

納入指導（保証人） 

 

６か月分家賃滞納者の保

証人等 

６ヶ月目の納入期限の属す

る月の翌月末 

明渡請求予告 １０か月分家賃滞納者 １０か月経過後及び必要に

応じて 

支払請求書 １０か月分家賃滞納者の

保証人等 

同上 

 

また、家賃滞納月数が１２か月分以上、又は家賃滞納金額が３０万円を超える滞納者の

うち呼び出しに応じない者等を「法的対象者」として法的措置を実施している。 

 

 
(12)入居後の連帯保証人の能力調査について 

連帯保証人・身元引受人の能力の確認は、入居時に行われるだけで、その後は連帯保証

人・身元引受人の調査を行わないため、連帯保証人・身元引受人が、現時点においても能

力を有しているかどうかは不明である。入居後においても連帯保証人・身元引受人の能力

を調査する必要がある。 
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（現状及び問題点） 

 入居者及び連帯保証人は入居時に「管理条例」及び群馬県県営住宅管理条例施行規則の

規定に基づき貸主である群馬県と賃貸借契約を締結し、身元引受人は誓約書を提出する。

賃貸借契約では賃貸借期間は定められていないため、契約を更新するということがない。

したがって、入居者は明渡請求事項に該当しない限り住宅を賃借し続けることが可能であ

る。賃貸借期間が長期にわたることもあるため、この間に連帯保証人が不明となったり、

保証能力を喪失する場合も想定される。 
しかしながら、現状の取扱いでは、契約締結後は連帯保証人・身元引受人の調査をする

ことがないため、連帯保証人・身元引受人の現在の居住地、保証能力が継続しているか等

は確認できていない状況にある。家賃滞納者のなかには連帯保証人の所在自体が不明なも

のもあった（広瀬第２団地）。 

   

（改善策） 
連帯保証人・身元引受人の調査を定期的に行い、連帯保証人・身元引受人の現状を把握

しておく必要がある。 

 

 

(13)県営住宅の保証責任の解除について  

（連帯）保証人の解除時の対応について、入居者と関係が希薄な場合は、滞納金額の連

帯保証人は１／２、保証人は１／４を納入すれば解除できるとしている。滞納家賃の回収

の向上及び保証責任を満額支払った（連帯）保証人との平等性を鑑み、現在の対応方法を

検討する余地がある。 

（現状及び問題点） 

 「県営住宅の（連帯）保証人に対する請求について（H17 年 11 月 22 日課長決裁）」にお

いて、（連帯）保証人から（連帯）保証人を「降りたい」との申し出があった場合、以下の

ように対応を定めている。 

 

原則、滞納金額を全額納入（連帯保証人）したら解除する（保証人は１／２）。 

ただし、入居者と関係が希薄な（連帯）保証人に対しては、判断基準として、滞納額の、

連帯保証人は１／２、保証人は１／４の額を納付すれば解除できることとする。 

(注）希薄：親族以外で元上司・元知人などで現在付き合いが全く無い状態。 

 

滞納家賃の回収の向上、及び、滞納金額を満額支払った（連帯）保証人との平等性を鑑

みると、関係が希薄であることを事由に、納入額を減額して保証責任を解除することは問

題である。 
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（改善策） 
 滞納家賃の回収の向上、及び、滞納金額を満額支払った（連帯）保証人との平等性を考

慮して、（連帯）保証人の解除時の対応を検討する余地がある。 
 
 
(14)保証人等に対する支払請求の早期化について  

「事務処理要領」には、保証人等に対して納入協力の依頼をする場合及び保証人等に対

して支払請求をする場合を定めている。しかし、保証人等に対し請求する時期が遅いと考

えられるので、回収を効果的に行うために、保証人等に対して請求する時期を早める必要

がある。 

 

（現状及び問題点） 

 滞納した家賃を回収するために「事務処理要領」第９の２（１）では滞納家賃が１０か

月分となったとき保証人等に滞納家賃の支払を請求すると定められている。しかし、滞納

家賃が１０か月となってから請求したのでは滞納額も多額となり保証人等も支払が困難で

あると考える。 

 

「事務処理要領」第９の２ 

 公社は、催告及び納入指導しても納付の意志が認められない滞納者が、次の各号に該当

する場合は、当該滞納者の保証人等に対して、滞納家賃の支払を請求する。 

（１） 滞納家賃が１０か月分となったとき 

（２） 滞納家賃が１０か月分を超える場合で、必要があると認められるとき 

 
（改善策） 
 滞納月数が短い時期に請求することにより、滞納家賃額が少額となるため保証人等から

も回収することが容易であると考える。滞納月数が１０か月以前に保証人等に請求するこ

とが望まれる。 
 
 
(15)明渡し請求事項となる連帯保証人の変更事実の具体的な記載について  

連帯保証人が死亡、所在不明となった場合には、連帯保証人を変更しなければならず、

代わりの保証人を見つけられない場合は、明渡し請求事項となる。しかし、連帯保証人を

変更しなければならない具体的事実について、「募集案内」・「しおり」には、明示されてい

ない。変更しなければならない場合に該当する具体的事実を明示することが望まれる。 

（現状及び問題点） 

入居者から家賃の回収を担保するため、連帯保証人を付けることが入居するための条件
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となっている。賃貸期間が長期に亘る場合等、連帯保証人の状況が変化し、連帯保証人と

しての能力を喪失する場合も想定されるところである。そこで「募集案内」には、条例で

規定する連帯保証人を変更しなければならない場合が生じたにもかかわらず連帯保証人を

変更しない場合には、県営住宅の明渡し請求事項になることを定めている。 
しかし、連帯保証人を変更しなければならない場合の具体的な事実については「募集案

内」「しおり」に記載されていないので、入居者が、連帯保証人を変更しなければならない

場合の具体的事実を知るには群馬県県営住宅管理条例（以下「管理条例」という）を調べ

ることが必要になる。したがって、入居者は連帯保証人を変更しなければならない場合の

具体的事実を容易に知り得ない状況にあるため、連帯保証人を変更しなければならない事

実が生じていても、連帯保証人の変更がされていない場合がある。家賃滞納者のなかには

連帯保証人の所在が不明であるものがあった（広瀬第２団地）。 
 

群馬県県営住宅管理条例 
第十四条  

２ 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかの事実が発生した場合は、知事の承認

を得て当該入居者と同程度以上の収入を有する者をもって当該連帯保証人に代えなけ

ればならない。 
一 死亡したとき。 
二 住所又は居所が不明になったとき。 
三 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。 
四 失業その他の事由により保証能力を著しく減少し、又は喪失したとき。 

 
（改善策） 
連帯保証人を変更しなければならない場合の具体的事実を、「募集案内」「しおり」など

に記載し、入居者が連帯保証人を変更しなければならない場合の具体的事実を容易に知り

うるようにし、適格な連帯保証人を確保できるようにしておくことが望ましい。 

 

 
(16)管理人・団地自治会の協働について 

団地によっては自治会が組織されているところもある。自治会と管理人が協力関係を築

けるようにし、団地について多くの情報が入手できるようにすることが望まれる。 

（現状及び問題点） 

 団地には管理人がおり、入居者と公社との間の手続き、共同部分の修繕の取次ぎ等の業

務を行い、住み良い団地とすることを目指している。また、団地によっては自治会を組織

し、自治会活動を通じて明るく住み良い団地を目指しているところもある。 

建築住宅課では、団地における自治会の組織状況を十分に把握していないようであるが、
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管理人・自治会との協働による団地の活性化策等を検討の余地があるのではないかと思わ

れる。 

 
（改善策） 
団地自治会・管理人はともに明るい住み良い団地を目指しているという同じ目的を有し

ている。団地における自治会の組織状況を把握し、両者が協力関係を構築し、両者から団

地についての多くの情報が入手できるようにすることが望ましい。 

 
 
(17)広報活動について  

県営住宅入居の募集案内は、県・市町村の広報、県・住宅供給公社のホームページ、上

毛新聞にて行っている。市町村には募集案内を広報に掲載することを依頼しているが、実

際の掲載状況は確認していない。今後は、市町村の広報への掲載状況を確認する必要があ

る。 

（現状及び問題点） 

県営住宅の入居募集（定期募集・随時募集とも）の案内は、県・市町村の広報、県・住

宅供給公社のホームページ、上毛新聞における群馬県のページにて情報公開している。 
各家庭に配布される市町村の広報は多くの者が目にするので、市町村の広報に募集案内

情報を掲載することは重要である。「平成２１年度７月までの新入居者のアンケート集計結

果」においても県・市町村の広報から情報を得た者が４１件３７．９６％（回答件数１０

８件）と最も多い。しかし、市町村には県営住宅の募集案内を広報に掲載することを依頼

しているが、実際の掲載状況について把握していない。 
 
（改善策） 
市町村には県営住宅の募集案内を広報に掲載することを依頼するのみでなく、実際の掲

載状況を確認することが望まれる。 
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《契約関係》 
 
監査結果（指摘事項）  
(1)随意契約の際の見積合せについて  

見積合せを行っていない随意契約があった。３者以上から見積書を徴収すべきである。

（現状及び問題点） 

 随意契約による場合には、群馬県財務規則第１９０条に、「契約担当者は、随意契約をし

ようとするときは、・・・、なるべく三人以上の者から見積書を徴さねばならない。」と規

定されている。しかし、下記の契約は、契約した１者から見積書を徴収したのみで、他者

からの見積書を徴収していない。したがって、契約価格の比較検討が行われておらずコス

ト削減を図る機会が失われている。 

 

年度 工事名(業務委託名) 予定価格(税込) 契約金額(税込) 請負者(受託者) 

20 平成２０年度足仲県

営住宅設計業務委託 

14,700 千円 14,700 千円 協同組合A設計センタ

ー 

20 平成２０年度広瀬第

一県営住宅住戸改善

工事等設計業務委託 

7,938 千円 7,875 千円 協同組合A設計センタ

ー 

20 平成２０年度広瀬第

二県営住宅(７５－Ｍ

棟)改修工事設計業務

委託 

7,959 千円 7,560 千円 協同組合A設計センタ

ー 

20 平成２０年度鳥之郷

県営住宅(７０－Ａ

棟)住戸改善工事設計

業務委託 

1,701 千円 1,050 千円 協同組合A設計センタ

ー 

20 朝倉県営住宅耐震診

断業務委託 

735 千円 693 千円 社団法人B建築士事務

所協会 

19 平成１９年度南橘県

営住宅(６５－Ｅ棟)

住戸改善工事設計業

務委託 

1,144 千円 976 千円 協同組合A設計センタ

ー 

19 平成１９南橘県営住

宅(６５－Ｆ棟)住戸

改善工事および(Ａ

棟・Ｂ棟・Ｃ棟・付属

2,247 千円 2,100 千円 協同組合A設計センタ

ー 



 
2‐2‐42 

 

施設等)解体工事設計

業務委託 

18 平成１８年度川内県

営住宅(ＨＣ棟)屋外

附帯工事 

4,242 千円 4,147 千円 C建設株式会社 

18 平成１８年度広瀬第

一県営住宅修正設計

等業務委託 

2,373 千円 2,310 千円 協同組合A設計センタ

ー 

18 平成１８年度羽黒県

営住宅(ＨＣ棟)設計

業務委託 

5,397 千円 4,935 千円 協同組合A設計センタ

ー 

   

 
（改善策） 
随意契約については、群馬県財務規則の規定に則り、除外規定に該当しない場合は、コ

スト削減の観点から３者以上から見積書を徴収するべきである。 

 
 
 
意見 
(1)随意契約の理由が不十分な業務委託契約について  

過去３年間の設計業務委託については、いずれも随意契約となっているが、随意契約の

理由が不十分であり、競争入札により契約手続きを行うことが望ましい。 

（現状及び問題点） 

 群馬県が行う契約については、群馬県財務規則第１８８条において随意契約によること

ができる場合の限度額が定められており、委託等の場合には 100 万円となっている。 

下記の協同組合 A 設計センターとの設計業務委託契約については、この金額基準を上回

っているが競争入札によらず随意契約となっている。 

随意契約の理由としては、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号「競争入札に

付することが不利と認められるとき」を掲げている。また、指名人選定理由としては下記

の通り専門的知識、経験及び契約した場合の価格の優位性などを掲げている。この理由は

以前から繰り返されている手法である。又、担当職員の説明によればコストを押えて発注

できるためとのことであった。 
しかし、同センターが他の設計業者に比べて、価格、技術力、経験等が優れているかど

うかは、入札等の手続きを取り、他の業者と比較検討してみなければわからないことであ

る。また、比較検討を行わずに同センターの優位性のみを掲げ、競争入札によらず随意契
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約によっていることは、他の設計業者が参入する機会を防止し、市場原理に基づいた適正

な契約を結ぶための環境を阻害することになる。 

 

年

度 

工事名(業務

委託名) 

予定価

格(税

込) 

契約金

額(税

込) 

請負者(受

託者) 

随意契約、指名人選定理由等（要約） 

20 平成２０年

度足仲県営

住宅設計業

務委託 

14,700

千円 

14,700

千円

協同組合 A

設 計 セン

ター 

地方自治

法施行令

第 167 条

の 2 第 1

項第 6 号

(競争入札

に付する

ことが不

利と認め

られると

き) 

同センターは、中小企業協同組

合法の規定に基づき設置され、

県内の設計事務所のうち技術

経験を有する優良な事務所で

構成されており、公営住宅の設

計実績も豊富で専門的知識・経

験を蓄積している。また、同団

体は官公需適格組合の証明を

受けており、中小企業者に対す

る発注機会拡大の方針に沿う。

なお、委託費の計算にあたり、

同団体は技術的先行者であり、

コスト削減も可能であること

から、依頼度を 0.8 から 0.4 に

低減し、経費の削減を図ってい

る。以上のことから、本委託業

務については、同センターと随

意契約を行うことが適当であ

る。 

20 平成２０年

度広瀬第一

県営住宅住

戸改善工事

等設計業務

委託 

7,938

千円 

7,875

千円

協同組合 A

設 計 セン

ター 

地方自治

法施行令

第 167 条

の 2 第 1

項第 6 号

(競争入札

に付する

ことが不

利と認め

られると

き) 

同センターは、中小企業協同組

合法の規定に基づき設置され、

県内の設計事務所のうち技術

経験を有する優良な事務所で

構成されており、公営住宅の設

計実績も豊富で専門的知識・経

験を蓄積している。特に近年で

は県営住宅の住戸改善工事の

設計業務委託を受託し、居住性

の向上・高齢者への対応・安全

性の確保等に配慮した公営住
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宅住戸改善工事の設計手法を

熟知している。また、解体工事

においても、県営住宅はもとよ

り、旧県庁舎、旧がんセンター

の解体設計も受託した経験を

有しており、環境保全への配

慮・建設廃棄物の適切な処理、

リサイクル法等に適合した解

体工事の設計に関する専門的

な知識も有している。したがっ

て、本業務委託費の算定におい

ても、準拠すべき設計図書等を

活用できることから依頼度の

低減が可能である。よって、本

業務委託は競争入札に付する

ことが不利と認められるため、

同センターと随意契約を行う

ことが適当である。 

20 平成２０年

度広瀬第二

県営住宅(７

５－Ｍ棟)改

修工事設計

業務委託 

7,959

千円 

7,560

千円

協同組合 A

設 計 セン

ター 

地方自治

法施行令

第 167 条

の 2 第 1

項第 6 号

(競争入札

に付する

ことが不

利と認め

られると

き) 

同センターは、中小企業協同組

合法の規定に基づき設置され、

県内の設計事務所のうち技術

経験を有する優良な事務所で

構成されており、公営住宅の設

計実績も豊富で専門的知識・経

験を蓄積している。特に近年で

は県営住宅の住戸改善工事の

設計業務委託を受託し、居住性

の向上・高齢者への対応・安全

性の確保等に配慮した公営住

宅住戸改善工事の設計手法を

熟知している。今回の委託内容

は、1階旧店舗を共同住宅に改

修する設計であり委託先とし

て適当である。また、当センタ

ーは耐震診断業務の経験を有

する設計事務所で構成されて
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おり、耐震改修に関しても専門

的な知識を有している。昨年度

も県営住宅の耐震診断を実施

した実績があり委託先として

適当である。以上の受託実績を

考慮すると、本業務委託費の算

定においても、準拠すべき設計

図書等を活用できることから

依存度の軽減が可能である。よ

って、本業務委託は競争入札に

付すること不利と認められる

ため、同センターと随意契約を

行うことが適当である。 

20 平成２０年

度鳥之郷県

営住宅(７０

－Ａ棟)住戸

改善工事設

計業務委託 

1,701

千円 

1,050

千円

協同組合 A

設 計 セン

ター 

地方自治

法施行令

第 167 条

の 2 第 1

項第 6 号

(競争入札

に付する

ことが不

利と認め

られると

き) 

同センターは、中小企業協同組

合法の規定に基づき設置され、

県内の設計事務所のうち技術

経験を有する優良な事務所で

構成されており、公営住宅の設

計実績も豊富で専門的知識・経

験を蓄積している。特に近年で

は県営住宅の住戸改善工事の

設計業務委託を受託し、居住性

の向上・高齢者への対応・安全

性の確保等に配慮した公営住

宅住戸改善工事の設計手法を

熟知している。したがって、本

業務委託費の算定においても、

準拠すべき設計図書等を活用

できることから依存度の軽減

が可能である。よって、本業務

委託は競争入札に付すること

不利と認められるため、同セン

ターと随意契約を行うことが

適当である。 
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19 平成１９年

度南橘県営

住宅(６５－

Ｅ棟)住戸改

善工事設計

業務委託 

1,144

千円 

976 千

円

協同組合 A

設 計 セン

ター 

地方自治

法施行令

第 167 条

の 2 第 1

項第 6 号

(競争入札

に付する

ことが不

利と認め

られると

き) 

同センターは、中小企業協同組

合法の規程の基づき設立され

た、県内の建築設計事務所を構

成員とする団体であることか

ら、今後必要不可欠とされる、

公共事業に留まらない、民間事

業を含めた住宅ストックのあ

り方に関する専門的知識・技術

等を県内に普及させることが

可能です。また同センターは平

成 17 年度において、南橘県営

住宅(64-D 棟)住戸改善工事の

設計業務委託を受託しており、

複雑な国庫補助金の助成対象

内容や、公営住宅の住戸改善の

手法等を経験・蓄積していま

す。従って、業務委託費の算定

時においても、準拠すべき設計

図書等を活用できることで、依

存度の低減が可能となり、別紙

比較表のとおり、本契約方法は

他の契約方法に比べて有利で

す。よって、競争入札に付する

ことが不利と認められるため、

同センターと随意契約を行い

ます。 

19 平成１９南

橘県営住宅

( ６ ５－Ｆ

棟)住戸改善

工事および

( Ａ 棟・Ｂ

棟・Ｃ棟・付

属施設等)解

体工事設計

業務委託 

2,247

千円 

2,100

千円

協同組合 A

設 計 セン

ター 

地方自治

法施行令

第 167 条

の 2 第 1

項第 6 号

(競争入札

に付する

ことが不

利と認め

られると

同センターは、中小企業協同組

合法の規程の基づき設立され

た、県内の建築設計事務所を構

成員とする団体です。センター

の組合員は、目まぐるしく改正

される建築基準法等への対応

や、最新技術の習得等の余念が

なく、今後必要不可欠とされ

る、「公共事業」に留まらない

「民間事業」を含めた「建築物
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き) ストックのあり方」、「近年にお

ける適切な解体工事」等に関す

る専門的知識・技術等も蓄積し

ており、それらを、より広く県

内に普及させることが可能で

す。上記した「建築物ストック

のあり方」については、平成

17 年度において、南橘県営住

宅(64-D 棟)の住戸改善工事、

平成 19 年度において、同県営

住宅(65-E 棟）の住戸改善工事

の設計業務委託を受託し、「居

住性の向上」「高齢者への対応」

「安全性の確保」等について配

慮した、公営住宅住戸改善工事

の設計手法を熟知しています。

また、「近年における適切な解

体工事」については、過去にお

いて、議会庁舎、中庁舎、県警

本部、旧地方自治研修所、さら

に、平成 18 年度には旧県立が

んセンターの解体設計も受託

していることから、「環境保全

への配慮」「建築廃棄物の適切

な処理」「リサイクル法」等に

適合した、解体工事の設計に関

する専門的な知識も有してい

ます。従って、業務委託費の算

定時においても、準拠すべき設

計図書等を活用できることか

ら、依存度の低減が可能となり

「別紙比較表」のとおり、本契

約方法は他の契約方法に比べ

て有利です。よって、競争入札

に付することが不利と認めら

れるため、同センターと随意契
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約を行います。 

18 平成１８年

度広瀬第一

県営住宅修

正設計等業

務委託 

2,373

千円 

2,310

千円

協同組合 A

設 計 セン

ター 

地方自治

法施行令

第 167 条

の 2 第 1

項第 6 号

(競争入札

に付する

ことが不

利と認め

られると

き) 

設計業務委託算定において、依

存度を下げることにより、委託

料を縮減することが出来る。同

センターは、県内の設計事務所

のうち技術経験を有する優良

な事務所で構成されており、公

営住宅の設計実績も豊富で専

門的知識・経験を蓄積してお

り、平成 15 年度に当該団地の

当初実施計画を行っている(川

内は集会所を除く県営住宅を

実施しているため現地の状況

を把握している。)ため、その

能力を勘案した結果、他と比較

して有利である。また、当該団

体は中小企業協同組合法の規

定に基づき設置された団体で

あることから中小企業庁事業

環境部長から平成 17年 7月 21

日付けで通知された「官公需適

格組合制度の活用について」の

主旨にも適合するものです。 

18 平成１８年

度羽黒県営

住宅 ( Ｈ Ｃ

棟)設計業務

委託 

5,397

千円 

4,935

千円

協同組合 A

設 計 セン

ター 

地方自治

法施行令

第 167 条

の 2 第 1

項第 6 号

(競争入札

に付する

ことが不

利と認め

られると

き) 

同センターは、県内の設計事務

所のうち技術経験を有する優

秀な事務所で構成されており、

公営住宅の設計実績も豊富で

専門的知識・経験を蓄積してお

り、平成 15 年度に標準設計に

当たる当該団地HA棟及びHB棟

の実施設計を行っているため

能力を勘案した結果、他と比較

して有利である。また、当該団

体は中小企業協同組合法の規

定に基づき設置された団体で

あることから中小企業庁事業
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環境部長から平成 17年 7月 21

日付けで通知された「官公需適

格組合制度の活用について」の

主旨にも適合するものです。 

 

（改善策） 
いずれの契約についても、随意契約の理由を精査し、競争入札により契約手続きを行う

ことが望ましい。 
 

 

(2)随意契約の理由が不十分な工事契約について  

下記の工事は、随意契約の理由が不十分であり、競争入札により契約手続きを行うこと

が望ましい。 

（現状及び問題点） 

群馬県が行う契約については、群馬県財務規則第１８８条において随意契約によること

ができる場合の限度額が定められており、工事等の請負の場合には予定価格が 250 万円と

なっている。 

下記の工事契約については、この金額基準を上回っているが、地方自治法施行令第 167

条の 2 第 1 項第 7 号「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込

みのあるとき」を理由に競争入札によらず随意契約となっている。 

しかし、起業伺に記載されている随意契約の理由となる経費比較によると、入札によっ

た場合には 4,452,000 円、随意契約の場合には 4,273,500 円（＝積算価格）、その差額は

178,500 円と積算価格に比べて僅少であり、必ずしも著しく有利な価格とは言えず、随意契

約の理由としては不十分である。 

 

年

度 

工事名(業

務委託名) 

予定価

格(税

込) 

契約金

額(税

込) 

請負者

(受託者)

随意契約、指名人選定理由等（要約） 

18 平成１８年

度川内県営

住宅(ＨＣ

棟)屋外附

帯工事 

4,242

千円 

4,147

千円 

C 建設株

式会社 

地方自治法

施行令第

167 条の 2

第 1項第 7

号(時価に

比して著し

く有利な価

本工事は、当該業者が現在施行

中の川内県営住宅（HC 棟）の駐

車場、木棚工及び車止め工の工

事である。外構工事のインター

ロッキング舗装等もこれから

当該業者が施行することにな

っており、本工事との取り合い
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格で契約を

締結するこ

とができる

見込みのあ

るとき) 

を調整する必要がある。工事現

場の状況を熟知している当該

業者が川内県営住宅（HC 棟）の

完成に合わせて施工すること

が適当と思われる。また、経費

比較のとおり、追加工事として

発注することにより経費を低

減できることから、当該業者を

見積者とし、随意契約をした 

い。 

 

（改善策） 
随意契約理由を精査し、競争入札により契約手続きを行うことが望ましい。 

 

 

(3)契約方法（総合評価方式・自動落札方式）の選択が適切でない事例について  

平成 20年度足仲県営住宅（HA棟）建築工事の入札は、業者決定の公平性をより重視す
るためにも総合評価方式を適用すべきであったと思われる。緊急経済対策による早期発注

と契約手続きにおける公正性・適正性確保は、可能な限り両立させる必要がある。 
（現状及び問題点） 
足仲県営住宅（HA棟）建築工事（予定価格 445,200千円）は、建て替え事業である。契

約までの経過は以下のとおりである。 
旧県営住宅の解体工事は平成 20年 12月 4日より平成 21年 2月 6日に行われている。

新築県営住宅の計画通知確認済証の交付が、北側の既存県営住宅棟（除去予定であるが未

退去者がいる棟）への日影の問題で遅れていた。1月に入り北側既存県営住宅の住人が退去
し、1月 21日計画通知確認済証が交付された。その後 1月 27日起工伺いが出され 2月 18
日に決裁されている。続いて 2 月 19 日入札執行伺い・20 日決裁、そして入札の告示が 2
月 24日に行われ 3月 16日に落札されている。 
 平成 19年度の羽黒県営住宅（HC棟）建築工事（予定価格 266,658千円）の入札は総合
評価方式（注 1）を適用しているが、今回の足仲県営住宅（HA棟）建築工事の入札は予定
価格が高額であるにもかかわらず総合評価方式を適用してない。緊急経済対策の観点から、

平成 20年 10月 22日付 県土整備部長からの「平成 20年度予算（含む緊急経済対策補正
予算）の早期執行について」(注 2)の項目 No2の「特殊技術を要する工事以外の工事につい
ては総合評価方式を適用しないことができるものとする。」に基づいて総合評価方式が適用

されなかったものと思われる。 
 ただ、入札に参加した建設業社は総合評価方式に必要な書類を作成する期間が 2月 24日
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から入札日の 3月 16日まであり、日程を顧みれば建設業法施行令第 6条 3項で定める見積
もり期間も充たしており、総合評価方式は適用できたと考えられる。又確認申請等の遅れ

などで日程が厳しい状況であることは理解できても、業者選定をする側の県建築住宅課も

短時間であれ職員の配置等の対応で、十分に総合評価が可能であったと考えられる。 
 
（改善策） 
 緊急経済対策の一環としての予算の早期執行については、十分理解できるところである

が、そのために、契約手続きにおける公正性・適正性の確保が後退するような事があって

はならず、可能な限り両立させるようにしなければならない。制度の緩和のみならず、両

立を可能にするための、組織内での職員の体制・配置等を柔軟に工夫して対応できるよう

な方策を検討することが望ましい。 
  
  

(注 1)総合評価方式（群馬県総合評価方式活用ガイドライン） 
① 意義 

     

② 特徴 

      

 

(注 2)発信人；平成 20年 10月 22日監第 3009－5号県土整備部長 
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宛先；部内建設工事発注所属の長 
件名；「平成 20年度予算(含む緊急経済対策補正予算)の早期執行について」 
要旨；1．設計金額 1億円未満工事は指名競争入札によることができる。 
    2．特殊技術を要する工事以外は、総合評価方式を適用しないことができ

る。 
        3．競争入札実施にあたり、建設業法で定める見積もり期間の短縮規定を

適用できる。 
 
さらに、平成 21年 3月 19日監第 3009－8号として、やはり発信元・宛先同

一で、｢平成 21年度予算の早期執行について｣[要旨；平成 20年 10月 22日監第
3009－5号の措置の延長]が発信されている。 

 

 
(4)県営住宅の設計内容の経済性、合理性について  

 県営住宅の設計管理にあたっては、過去の設計パターン等にとらわれずに、経済性、合

理性を重視した態度で臨むべきである。 

（現状及び問題点） 

県営住宅の屋根材は、地域の産業対策が考慮され和瓦であり、雪止め瓦が設置されてい

る。屋根瓦の軒先にはｺﾝｸﾘｰﾄ製の巾 1.0ｍ～1.5ｍの強固な庇があり雪の落下を防ぐ構造に
なっている。それにもかかわらず各県営住宅棟は雪止め瓦が設置されている。 
平成 15年に群馬県における県営住宅の標準設計を策定しており、それ以降は標準設計の
住宅棟の建設には雪止め瓦を設置している。その第 1 の理由として、庇の先端の立ち上が
りは 25ｃｍ程度なので、それを超える雪が溜まった場合、その後の雪は屋根からそのまま
落下する恐れがある。第 2 の理由としては雪止めがない状況で庇上に相当量の雪が積もっ
た場合、それが防水層の立ち上がり部を超えて漏水の原因となることが予想されるためと

されている。 
県内で多雪地域としては利根・沼田地域が考えられるが、東毛・南部などの他の地域で

は積雪量が比較的少ない。積雪量の比較的少ない地域では、雪止め瓦がなくても雪の落下・

漏水事故につながる要因はないと考えられる。現在県内全域にわたって雪止め瓦の設置の

仕様になっているが、地域ごとに雪止め設置の必要性を再検討すべきである。 
比較的雪の少ない伊勢崎市内の羽黒県営住宅にも雪止め瓦が設置されている。羽黒県営

住宅（HＣ棟）の場合、一棟で雪止め費用は約 380,000円である。 
県営住宅の設計は、いくつかの住戸の基本設計パターンがありその組み合わせにより建

物全体が設計されている。この為過去の慣習にとらわれたまま、実際には必要ない設計が 
 
取り込まれてしまうことが時に発生している。この雪止め瓦に限らないが必要ない設計は
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見直すべきである。 
 
（改善策） 
建築場所により建築条件が異なるので、過去の慣習にとらわれず、常に経済性・環境等

を考慮し設計監理に従事し、無駄な設計がないか検討すべきである。 
 
 
(5)県営住宅建築工事の積算数量・見積金額のチェックについて   

県建築住宅課は、県営住宅建築工事の積算業務を外注し、外注先から提出される調書を

チェックしているが、そのチェック機能が不十分な事例があった。職員の積算業務のレベ

ルアップが必要である。 

（現状及び問題点） 

 県建築住宅課は建築工事の積算業務を外注しており、外注先の設計事務所が、設計図に

基づいて各工事の数量算出を行い県建築住宅課の職員がチェックするシステムになってい

る。 
足仲県営住宅（HA 棟）の工事契約明細書の塗装数量算出の根拠に不明確な個所があり、
数量調書の提示を求めその内容を調べたが、その際に建具の塗装面積を算出する係数を担

当職員に問い合わせたところ明確な回答が得られなかった事例があった。この係数につい

て理解されないまま数量チェックのみが行われ、外注先の積算数量が採用されたことにな

る。チェック機能が不十分であったといえる。 
 
（改善策） 
より精度の高い予算作成には、積算数量・金額が適正であるかのチェックは重要である。

建築住宅課職員への積算業務のレベルアップを図るべきであり、特に経験の浅い職員の積

算業務の研修が必要である。 
 

 
(6)家賃設定に当たって集計された工事費の正確性について  

近傍同種家賃の設定に当たって集計すべき工事費の一部が集計洩れとなっていた。今後

は十分にチェックされ洩れの無いように算定する必要がある。 

（現状及び問題点） 

建築住宅課では、近傍同種の住宅の家賃（以下、「近傍同種家賃」という。）を算定して

いる。 

近傍同種家賃は、本来入居者及び収入超過者の家賃算定における上限となる家賃であり、

また収入超過者のうち一定額を超える所得を有する者及び高額所得者に対しては、公営住

宅に入居していないものとの公平性を確保するため、いわゆる民間の賃貸住宅を借りる場
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合と同等の家賃の徴収となるように設定される家賃でもある。さらに、平成 8 年度以降の

年度の予算にかかる国の補助を受けて供給された公営住宅については、近傍同種家賃は家

賃対策補助の基準ともなる家賃である。 

各団地の家賃の設定は、各団地ごとにかかった工事費を元に算定されるが、羽黒団地の

家賃設定に当たって集計されるべき建築工事費の一部（807 千円）が集計洩れとなっていた。 

 

（改善策） 
近傍同種家賃は様々な場面において適用される重要な値であることから、家賃設定に係

る工事費の集計は十分にチェックされ、洩れなく正確に行われることが望まれる。 

 
 
 

（参考） 

[群馬県の契約方式の概要] 

契約の締結については、地方自治法第２３４条第１項において次の方式により行うこと

が定められている。 

１． 一般競争入札 

２． 指名競争入札 

３． 随意契約 

４． せり売り 

また、同法第２項においては、政令で定める場合に該当するときに限り、指名競争入札、

随意契約又はせり売りによることができるとし、原則は一般競争入札によらなければなら

ない旨を定めている。 

群馬県においては、「群馬県財務規則」、「条件付き一般競争入札(事後審査方式)実施

要領」などにより下記の通りの基準（平成２０年度現在）を設けて工事等の契約事務を行

っている。 

 

１． 5,000 万円以上の工事については、原則一般競争入札を適用する。 
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   ただし、災害応急対応など緊急を要する工事については指名競争入札の適用も可と

する。 

２． 1,000 万円以上 5,000 万円未満の工事については、工事内容のほか業者数など地域

特性を考慮の上入札方式を選択する。 

参考）指名競争入札の適用が考えられる工事 

      ・緊急を要する工事 

      ・管内一円など地域に密着した工事 

      ・専門業者が行う工事 

     ・その他一般競争が適さないと判断される工事 

    当面は、一般競争入札について発注件数の５０％実施を目標に取り組む 

３． 1,000 万円未満の工事については、原則指名競争入札を実施する。 

ただし、指名競争入札が適さないと判断される工事については一般競争入札の適

用も可とする。 

４． 次のいずれかに該当する場合は、随意契約により契約を締結することができる。 

(１) 予定価格が 250 万円未満の工事 

(２) その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

(３) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

(４) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

(５) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みの

あるとき。 

(６) 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい

ないとき。 

(７) 落札者が契約を締結しないとき。 
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これらの基準を図表に示すと下記の様になる。 

【金額基準のよる契約形態】 

１． 工事契約の場合 

(設計金額) 

一般競争入札 
 

 

5,000 万円 
一般競争入札    

と      

指名競争入札    

を併用 *1 

 

 

1,000 万円 

指名競争入札 
 

 

250 万円 

指名競争入札    

但し      

随意契約も可 

 

 

 

 

*1 1,000 万円以上 5,000 万円未満の範囲では、一般競争入札と指名競争入札

との併用、発注件数の５０％を目標に一般競争入札を実施 
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２． （参考）委託契約の場合 

 

一般競争入札*1 
 

(予定価格) 

2 億 6 千万

円    
簡易公募型

競争入札  

*2 

    

(設計金額)    

500 万円 
   

指名競争入札 
 

 

100 万円 

指名競争入札    

但し      

随意契約も可 

 

 

 

 

*1 ＷＴＯ（世界貿易機関）による「政府調達に関する協定」（平成７年条

約第２３号）の適用 

*2 簡易公募型競争入札とは、事前に技術資料等を公募し、募集に応じた者

の中から指名業者を選定して行う競争入札 

 
（参考） 
【落札率一覧表】 
 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 
件数 平均落札率 件数 平均落札率 件数 平均落札率 

一般競争入札 1 100.00% 4 92.22% 7 86.41% 

工事希望型競

争入札 
2 
 

91.68% 3 95.09% － － 
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指名競争入札 15 90.15% 1 84.02% 11 87.73% 
随意契約 5 96.09% 4 94.26% 9 96.79% 
 
 
【落札率内訳表】 
一般競争入札 

区分 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 
80%以上 90%未満 5
90%以上 95%未満 4 1
95%以上 100%未満 1
100% 1
合計 1 4 7
平均落札率 100.00% 92.22% 86.41%
 
工事希望型競争入札（平成 20年廃止） 

区分 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 
80%以上 90%未満    
90%以上 95%未満 2 2  
95%以上 100%未満 1  
100%  
合計 2 3  
平均落札率 91.68% 95.09%  
 
指名競争入札 

区分 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 
40%以上 50%未満 1
50%以上 60%未満 1
60%以上 70%未満 
70%以上 80%未満 5
80%以上 90%未満 2 1 2
90%以上 95%未満 2 3
95%以上 100%未満 6 4
100% 
合計 15 1 11
平均落札率 90.15% 84.02% 87.73%
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随意契約(見積り合わせ金額以上) 

区分 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 
60%以上 70%未満 1
70%以上 80%未満 
80%以上 90%未満 1
90%以上 95%未満 1 2 3
95%以上 100%未満 4 1 4
100% 1
合計 5 4 9
平均落札率 96.09% 94.26% 96.79%
 


